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第１章 産業連関表（取引基本表）の基礎的理論 
 

 

我が国の産業連関表は、各府省庁の共同事業として作

成された２回目の産業連関表である昭和35年表において、

国民所得統計との整合性や日本標準産業分類及び国際標

準産業分類に準拠した部門分類の採用などが図られ、こ

れにより、我が国における産業連関表の枠組みが形成さ

れた。その後は、付録第３章「我が国における産業連関

表作成事業の沿革」に記載するとおり、それぞれの作成

時点における生産活動の実態や経済状況を踏まえつつ、

ＳＮＡや最新の産業分類との整合性等も勘案しながら、

逐次、改善が進められている。 

今回作成する平成27年表の作成基本フレーム及び基本

方針で示された課題の検討結果については、それぞれ第

１部第２章及び第３章に記載したとおりであるが、本章

では、産業連関表として作成する各種統計表の中核であ

り、かつ、統計法上の「基幹統計」としての指定範囲で

ある「取引基本表」に関する基礎的な理論について、そ

の詳細を説明する。 

 

１ 対象期間 

 

取引基本表に記録する生産活動や取引の対象期間は、

通常、１月から12月までの１年間（暦年）である。 

我が国の取引基本表では、関係府省庁の共同事業と

して作成を開始した昭和30年（1955年）表以来、西暦

年の末尾が０又は５の年を対象年次にするとともに、

当該年の１月から12月までの１年間を対象期間として

作成することを原則としている。前回作成した取引基

本表は、重要な基礎資料となる経済センサス‐活動調

査が平成23年（2011年）を対象年次として実施された

ことを受け、例外的に平成23年（2011年）を対象期間

としたが、今回は同調査が平成27年（2015年）を対象

とするため、従来の原則に戻し、平成27年（2015年）

を対象期間として作成する。 

 

２ 地域的範囲 

 

(1) 国内概念と国民概念 

取引基本表を作成する上での地域的範囲の捉え方と

しては、「国内概念」及び「国民概念」の二つがある。 

国内概念とは、端的には、ある国の領土内で行わ

れた経済活動を範囲とする考え方である。例えば、

我が国の領土内で行われた外国企業の活動は含まれ

るが、我が国の企業が外国の領土内で行った活動は

除かれる。ただし、我が国の在外公館が行う活動は

含まれるが、我が国に所在する外国政府の公館や外

国の軍隊の活動は含まれない（図１－１を参照）。 

これに対して国民概念とは、当該国の居住者を対

象とする概念である（「国民」という語はしばしば

「その国の国籍を有する者」という意義で用いられ

るが、ここでは異なる点に留意）。「居住者」とは、

当該国において、長期間にわたり、相当規模の経済

活動に携わる者をいう。例えば、国内に居住してい

る自国民、国内に長期間居住している外国人、国内

で活動している自国の企業・機関及び外国籍の企

＋

日本国内の活動 日本国内の活動とされるもの
（日本国民による活動か否かを問わない。） ・日本政府の在外公館

・日本企業が運用する船舶・航空機の活動
［除くもの］ （用船・用機も含む。）
・外国公館
・外国の軍隊 ※上記以外の外国における日本国民の活動は除かれる。

日本の領土 日本の領土外

国 内

図１－１ 取引基本表における国内の範囲 
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業・機関などが含まれるが、海外での滞在期間が短

期間にとどまる自国民も居住者として扱われる。一

方で、留学や治療目的等で国内に滞在している外国

人は、居住者に含まれない。 

(2) 我が国の取引基本表での扱い 

我が国の取引基本表では、従前から、原則として

国内概念を採用し、日本国内で行われた生産活動や

取引を記録の対象としている。ただし、「家計消費支

出」のみは、国民概念で表章した上で、居住者家計

による海外での消費を「（控除）輸入（直接購入）」、

非居住者家計による国内での消費を「輸出（直接購

入）」として計上しており、これにより、「家計消費

支出」を国内概念に変換することを可能としている

（「家計消費支出」の扱いの詳細については、第３部

第２章第２節の「家計消費支出」の項を参照）。 

 

３ 記録の時点 

 

(1) 発生主義と現金主義 

取引基本表が対象とする生産活動や取引の記録時

点の考え方としては、「発生主義（accrual basis）」

及び「現金主義（cash basis）」の二つがある。 

発生主義とは、生産活動や取引が実際に行われた

時点で記録することをいう。 

これに対して、現金主義とは、現金の受取や支払

が実際に行われた時点で記録することをいう。 

生産活動や取引が行われた時点から実際に現金の

受渡しが行われるまでには、通常タイムラグが生じ

る。このため、現金主義で記録した場合、取引基本

表の二面等価（粗付加価値部門の合計と最終需要部

門（輸入を控除）の合計が一致すること。）は成立し

ない。しかし、発生主義で記録すると、二面等価は

常に維持される。 

(2) 我が国の取引基本表での扱い 

我が国の取引基本表では、二面等価を維持するた

めに、従前から、原則として発生主義を採用してい

る。具体的な記録の時点は、以下のとおりである。 

ア 財・サービスの生産活動や取引 

財は、産業連関表の作成対象年次中に生産され

たものが対象になり、サービスは、同年次中に提

供されたものが対象になる。 

イ 中間生産物（例えば、原材料）の取引 

中間生産物が需要部門（列部門）において現実

に消費された時点（中間生産物を投入して生産が

行われた時点）をもって取引の時点とし、その時

点が産業連関表の作成対象年次中のものを中間投

入額として計上する。（注） 

（注） 列部門が、中間生産物を購入してから実際の生産

に使用するまでは、「在庫」として扱われる。 

ウ 最終需要部門への産出 

(ｱ) 消費支出に関する部門（統合大分類にいう

「家計外消費支出」、「民間消費支出」及び「一

般政府消費支出」に該当する部門）への産出に

ついては、原則として、売買行為が成立した時

点をもって記録の対象とする。取引の対象とな

った財の引渡しに係る遅延の有無は問わない。 

(ｲ) 「国内総固定資本形成」への産出については、

資本財の引渡しが行われた時点をもって記録し

ている。 

(ｳ) 「在庫純増」への産出については、生産者又

は流通業者が、取引の対象となった生産物の所

有権を有することとなった時点をもって記録し

ている。 

(ｴ) 「輸出（普通貿易）」及び「輸入（普通貿易）」

については、関税当局の通関許可が行われた時

点を基準としている。 

エ 生産期間が１年を超える財（長期生産物） 

(ｱ) 最終的な使用者が所有権を得たとみなされる

時点まで「在庫純増」の国内生産額に計上して

いる。長期生産物の完成品の国内生産額は、

「（完成品の金額）－（前年までの半製品・仕掛

品在庫純増の金額）」としている。 

(ｲ) 自己勘定（自家用として使用される財及び知

的財産生産物の生産）による資本の生産につい

ては、基本的に、最終的な使用者が所有権を得

ているため、仕掛品であっても、対象年次１年

間の進捗量を「国内総固定資本形成」として計

上している。ただし、建設物の場合は、所有権

の移転が無くても工事進捗量を「国内総固定資

本形成」に計上している。 

(ｳ) 動植物の育成成長についても自己勘定の考え

方は同様であり、資本用役を提供するもの（乳

用牛、競走馬、果樹、茶等）については、「国内

総固定資本形成」に計上している。また、それ

以外の育成成長分は、「半製品・仕掛品在庫純増」

に計上している。 

オ 生産期間が１年を超えるサービス 

サービスの提供の終了時点をもって国内生産額

として計上されるため、在庫は存在しない。 
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４ 評価の単位 

 

取引基本表は、１年間に行われた生産活動や取引の

実態を記録したものであるが、これらの大きさを評価

するに当たっては、数量による評価と、金額による評

価の二通りの方法が考えられる。 

財については、それぞれに固有の数量単位がある。

したがって、これによって生産活動や取引の大きさを

測ることにすれば、価格に係るその時々の変化や地域

差による影響が排除され、純粋に生産技術を媒介とし

た物量的な産業連関分析が可能となる。一方で、サー

ビスの多くは、固有の数量単位を持たない。また、財

であっても、複数の細品目分類から構成される部門で

は、同一の行部門に含まれる各品目が、同一の単位を

持つとは限らないし、列部門については、投入される

原材料等の種類が多様であることから、同一の数量単

位で計測することは不可能である。 

このため、我が国の取引基本表では、「金額」を共通

の尺度として、生産活動や取引の大きさを評価してい

る。なお、取引基本表が、このように金額のみの表示

になっていることを補うため、一部の財については、

付帯表の一つとして、「物量表」を作成している。 

 

５ 部門分類 

 

(1) 部門分類の概念 

世の中では、様々な経済活動が行われているが、

取引基本表の形で表章するためには、経済活動を一

定数の項目に分類する必要がある。これらの項目の

ことを「部門」という（後記(2)から(4)については、

専ら内生部門の部門分類について説明する。）。 

(2) 部門分類の原則 

ア 商品単位の分類と生産活動単位の分類 

(ｱ) 我が国の取引基本表において、行部門は、１

年間に生産された商品の用途や販路構成を表す

ことから、原則として商品分類により分類して

いる。一方、列部門は、生産活動ごとの費用構

成を表すものであり、原則として「生産活動単

位」、いわゆるアクティビティ・ベースにより分

類しているが、１つの商品が１つのアクティビ

ティに対応している部門も多い。 

(ｲ) 生産活動単位による分類とは、具体的には、

投入係数によって表される投入構造の類似性に

着目して行う分類である。 

したがって、生産活動単位による分類におい

ては、 

① 同一の生産技術で生産された同一の商品は、

どの産業で生産されたものであっても、同一

の部門に格付ける。 

② 一方で、同一の商品であっても、生産技術

が異なれば、別の部門に格付ける（例えば、

火力発電と水力発電）。 

③ 同一事業所内で複数の商品が生産されてい

る場合、生産技術の相違によって複数の部門

への割り振りがあり得る。この点は、複数の

経済活動を行っている事業所を、その主たる

経済活動によって分類する日本標準産業分類

の格付けの考え方とは異なる。 

イ 部門分類の基準 

上記のように、取引基本表では、行部門は商品単

位、列部門は生産活動単位で分類が行われているが、

部門の新設や分割、統合、概念・定義・範囲の変更

等については、産業連関表の作成の都度、投入構造

や産出構造の類似性、国内生産額又は総需要額の大

きさ、日本標準産業分類の最新の状況、時系列性、

推計資料の整備状況などを勘案して行う。 

ウ 行部門と列部門の対応関係 

内生部門の行部門と列部門とは、多くは１対１

で対応している。 

しかし、石油精製のように、一つの生産工程から

単価も用途も異なる複数の商品が生産されている場

合や、産業機械のように、一つの事業所で共通に仕

入れた原材料等を消費して単価も機能も異なる複数

の商品が生産されている場合には、１つの列部門に

対して、行部門が商品ごとに分割される。 

一方で、電力のように、火力、水力等の異なる

生産設備又は生産工程から同一商品（この場合、

電気）を生産している場合には、列部門が生産設

備や生産工程により分割され、行部門は１つにま

とめられている。 

この結果、平成27年表の基本分類は、行部門

（509部門）が列部門（391部門）よりも多くなっ

ている（統合分類による取引基本表では、行部門

と列部門が１対１で対応する表になっている。後

記(4)の表１－１を参照）。 

(3) 生産活動主体分類 

ア 生産活動主体分類の意味 

取引基本表の記録対象となる商品の多くは、「生

産に要した費用を回収する価格で、市場で販売する
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ことを目的として生産される財・サービス」であり、

これら商品の生産・供給主体は専ら「市場生産者」

である。しかし、取引基本表では、このほかに、一

般政府や対家計民間非営利団体から供給される 

① コストに見合わない価格又は無償で提供され

る財・サービス 

② 市場において販売されない財・サービス 

についても「商品」の一つとして、記録の対象に

含んでいる。 

我が国の取引基本表では、これら様々な商品を基

本分類として分類しているが、基本分類では、行部

門については商品、列部門については生産構造の相

違、つまり、生産活動単位（アクティビティ・ベー

ス）によって分類することを原則としており、その

ままでは、商品の生産・供給主体（つまり、一般政

府、対家計民間非営利団体及び市場生産者）の相違

についてまで考慮するものとはなっていない。 

そこで、昭和50年表からは、国際連合で示され

たＳＮＡ（当時は68ＳＮＡ）への対応の一環とし

て、基本分類については、商品の生産・供給主体

に着目した「生産活動主体」による分類機能も付

与し、今日に至っている。 

具体的には、基本分類の名称末尾に「★★」な

いし「★」印を付すことで、生産活動主体の分類

指標とし、これにより、基本分類が、本来の商品

又は生産活動単位による分類だけでなく、生産活

動主体による分類機能をも有するものとしている。 

イ 生産活動主体分類の体系 

平成27年表で用いた生産活動主体分類の体系は、

図１－２のとおりであり、次の３つに大別される（注）。 

① 非市場生産者（一般政府） 

⇒ 基本分類の名称末尾に「★★」を付す。 

② 非市場生産者（対家計民間非営利団体） 

⇒ 基本分類の名称末尾に「★」を付す。 

③ 市場生産者 

⇒ 無印 

（注） 平成23年表までは、国民経済計算における「経済

活動別分類」と同様に、生産活動主体分類の体系を

「政府サービス生産者」、「対家計民間非営利サービ

ス生産者」、「産業」の３つの区分に大別していた。

しかし、平成28年に行われた国民経済計算の基準改

定により、経済活動別分類上ではこれらの区分がな

くなったため、生産活動主体分類における区分の名

称変更を行った。 

なお、名称以外の分類体系は23年表と同様である。 

図１－２ 生産活動主体分類の体系 

 

このうち、非市場生産者（一般政府）について

は、さらに「公務」、「準公務」及び「社会保障基

金」（注）の内訳区分を設けるとともに、市場生産者

については、「公的活動」及び「民間活動」の内訳

区分を設けている。 

以下では、これらの区分について、概要を記載

する。なお、生産活動主体による分類作業の一環

として行った政府及び独立行政法人等に係る格付

けの詳細については、第１部第３章の「〔別表４〕

平成27（2015年）産業連関表における政府及び独

立行政法人等の格付け及び平成23年表からの変更

点等」のとおりである。 

（注） 学校給食については、本来、教育機関が実施する

ものであるが、実態としては、教育機関が直接行う

場合と給食センター等の外部機関に委託して行う場

合がある。しかし、実際にサービスを行う機関で分

類すると、推計上、支障が生じるのみならず、利活

用上、混乱が生じるおそれがある。そのため、取引

基本表では、「学校給食（国公立）★★」及び「学

校給食（私立）★」のように、本来、学校給食を実

施すべき機関である教育機関の生産活動主体分類に

基づいて区分している。 

ウ 一般政府 

(ｱ) 「非市場生産者（一般政府）」とは、国際基準を

踏まえ、次表に掲げる要件を満たすものとする。 

区 分 要  件 

「社会保障

基金」 

① 政府による賦課・支配があること 

② 社会全体又は特定の部分をカバーし

ていること 

③ 強制的加入・負担の制度であること 

「社会保障

基金」以外

の非市場生

産者（一般

政府） 

① 社会保障基金に該当しないこと 

② 金融機関に該当しないこと 

③ 活動内容に市場性がないこと 

④ 政府による所有・支配があること 

　

　

公　務

非市場生産者（一般政府（★★）） 準公務

社会保障基金

非市場生産者
（対家計民間非営利団体（★））

生産活動主体分類

公 的 活 動

市場生産者

民 間 活 動
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社会保障基金以外の一般政府には、行政機関

が一般的に行っている活動のほか、独立行政法

人や特殊法人等の活動も一部含まれる。 

(ｲ) 「非市場生産者（一般政府）」の活動には、便

益の享受者や費用徴収の観点から、「集合的サー

ビス」及び「個別的サービス」の２つのサービ

スが含まれている。 

【集合的サービス】防衛、法制度や社会秩序の

維持、立法や一般的な行政活動など、社会

全体に対するサービスを指す。社会全体に

対するサービスであることから、税収や他

の政府収入によって賄われる。 

【個別的サービス】教育や保健衛生など、国民

が個別に便益を享受するサービスを指す。

提供されるサービスに応じて、費用の一部

が徴収される場合もある。 

(ｳ) なお、我が国の取引基本表では、分析の用に

供するため、ＳＮＡには存在しない独自の区分

として、社会保障基金以外の「非市場生産者

（一般政府）」を、さらに、「公務」及び「準公

務」に区分している。それぞれの区分の内容及

び格付けの考え方は、次のとおりである。 

【公 務】「市場生産者」に類似のサービスを提

供する部門がなく、政府が直接行う活動又

は独立行政法人や特殊法人等の活動によっ

てしか提供されないサービス。 

【準公務】原則として、「市場生産者」に類似の

サービスを提供する部門が存在するものの、

公共サービスの提供という観点から、その

価格又は料金が、著しくコストに見合わな

い水準に設定されているサービスであるた

め、政府が直接行う活動又は独立行政法人

や特殊法人等の活動によって提供されるサ

ービス。 

具体的には、保健、教育、文化などの公

共サービスで、その価格又は料金が著しく

コストに見合わない水準に設定されている

ものが該当する。 

なお、次に掲げるような条件を満たす場

合には、「市場生産者」に類似のサービスを

提供する部門が存在しない場合でも、「準公

務」に格付けることができることとしてい

る(例えば「下水道」)。 

① 投入・産出構造が「公務（中央）」又は

「公務（地方）」と著しく異なっているこ

と 

② 日本標準産業分類において、公務以外

に相応の分類が存在すること 

エ 対家計民間非営利団体 

「対家計民間非営利団体」とは、国際基準を踏

まえ、次の①～④に掲げる要件を満たすものをい

う。具体的には、第１部第３章の〔別表４〕に格

付けているもののほか、私立の教育機関、学術・

文化団体などが該当する（注）。 

① 社会保障基金に該当せず、かつ、金融機関にも該

当しないこと 

② 活動内容に市場性がないこと 

③ 政府による所有・支配がないこと 

④ サービスの提供先が専ら家計であること 

（注） 政府及び独立行政法人等については、個別機関ご

とに格付けを行っているが、多数存在する非営利団

体の個々について、市場性等を判断するのは実務上

困難である。このため、労働組合、政党、宗教団体、

私立学校（除く病院）等のうち、経営組織別にとら

えて、個人、会社、国、公共企業体及び地方公営団

体である事業所を除いたもの、すなわち「会社以外

の法人」及び「法人でない団体」を「対家計民間非

営利団体」の範囲としている。 

オ 市場生産者 

(ｱ) 総論 

「市場生産者」とは、主に、市場で生産コス

トをカバーする価格で販売することを目的に、

財・サービスの生産活動や取引を行うものをい

う（2008ＳＮＡの基準では、売上高が生産費用

の50パーセント以上であれば、市場性があるも

のとしている。）。 

このうち、政府が活動に係る議決権の過半数を

保有しているなど、政府による所有又は支配が認

められる場合には「公的活動」、そうでない場合

には「民間活動」に格付けている。このうち、

「公的活動」には、主に、独立行政法人及び特殊

法人等の活動、中央政府の特別会計並びに地方政

府の公営事業会計等のうち、金融仲介活動や市場

性を有する非金融活動であって、かつ、政府によ

る所有又は支配の関係が存在するものが該当する。 

(ｲ) 前記(ｱ)のほか、次に掲げるものも「市場生産

者」として扱っている。 

① 持家等のように一般的に家賃が発生しない

と考えられるものについても、賃貸住宅と同

様、居住者が家賃を支払っているものとみな

して帰属計算を行い、「市場生産者」（「住宅賃
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貸料（帰属家賃）」）として扱う（後記10(4)ウ

を参照）。 

② 農林漁家が、自家消費のために農林水産物

を生産する活動も「市場生産者」として扱う。 

③ 各種経済団体等については、関連する企業等

からの負担金や会費を、当該団体が提供したサ

ービスに対する支払ととらえ、「市場生産者」

（会員制企業団体）として扱う。 

(4) 部門分類の種類及び分類コード 

ア 部門分類の構成 

(ｱ) 我が国の取引基本表を公表する際の部門分類

については、第１部第２章４に記載のとおり、

「基本分類」を最も詳細な分類とし、これを統

合した「統合分類」として、 

・統合小分類 

・統合中分類 

・統合大分類 

を設けている。また、取引基本表を１枚の紙で表

すことを目的として、統合大分類を更に集約した

分類（平成27年表では13部門分類。産業連関表作

成上は「ひな型」と称している。）も設けている。 

(ｲ) 一般的に、部門を細かく分類して推計するこ

とにより、精度の高い結果が得られ、また、各

部門における投入係数も安定したものになると

いわれている。しかし、一方で推計に用いる資

料の制約から、一定の精度を確保するためには、

分類の詳細化にも限界がある。このような制約

を踏まえ、我が国の取引基本表では、表１－１

のとおり、近年は、基本分類が、行部門につい

ては約500、列部門については約400となっている。 

なお、投入額及び産出額の推計及び計数調整

作業は、基本分類に基づいて行うが、投入額及

び産出額を推計する基礎となる国内生産額を推

計するため、作業上の更に詳細な分類として

「細品目分類」を設けている。 

(ｳ) 統合分類は、逆行列係数等の各種係数を計算

する上での数学上の制約から、内生部門は、行

部門と列部門の数が同じ正方行列（行部門と列

部門が１対１で対応している。）となっている。 

(ｴ) 前記(ｱ)及び(ｲ)記載の分類のほか、付帯表の

一つである「屑・副産物発生及び投入表」にお

いて特に用いる部門として「競合部門」という

用語がある。これは、屑・副産物の発生及び投

入を計上するため、行部門の分類コード（７桁）

に特殊符号（「２」～「５」）を付した部門のこ

とをいう。 

イ 分類コード 

表章に用いる部門分類の分類コードは、以下の

桁数で設定している。 

・統合大分類 ：２桁 

・統合中分類 ：３桁 

・統合小分類 ：４桁 

・基本分類   ：行部門は７桁、列部門は６桁 

表１－１ 部門数（内生部門の数）（注１）の変遷 

（注１） 取引基本表のサイズ（詳細度）を表す際には、内生部門の行及び列の部門数をもって表す。基本分類以外

は、行部門と列部門の部門数は同じである。 

（注２） 統合大分類を更に集約した「ひな型」については、従前から日本標準産業分類の大分類を参考にして部門

の設定を行っている。なお、サービス関連部門については、便宜上、一つの部門として扱っている。 

 
基本分類 

統合小分類 統合中分類 統合大分類 ひな型（注２） 
 

行部門 列部門  

昭和30年（1995年）表 310 278 122 54 － －  

35年（1960年）表 453 339 153 56 － 6  

40年（1965年）表 447 341 156 56 － 10  

45年（1970年）表 541 407 160 60 － 10  

50年（1975年）表 554 407 165 61 － 13  

55年（1980年）表 541 406 164 72 28 13  

60年（1985年）表 529 408 183 84 29 13  

平成２年（1990年）表 527 411 187 91 32 13  

７年（1995年）表 519 403 186 93 32 13  

12年（2000年）表 517 405 188 104 32 13  

17年（2005年）表 520 407 190 108 34 13  

23年（2011年）表 518 397 190 108 37 13  

27年（2015年）表 509 391 187 107 37 13  
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ウ 特殊符号 

特殊な扱いをしている部門（後記10を参照）の

うち、屑・副産物の発生・投入、商業マージン及

び国内貨物運賃を、投入表や産出表などで表章す

る際には、利用者の便宜に資するため、分類コー

ドの末尾に、次のような特殊符号を付している

（実務上、「２付き」、「３付き」のようにいう場合

がある。）。 

・屑 投 入 ： ２ 

・屑 発 生 ： ３ 

・副産物投入 ： ４ 

・副産物発生 ： ５ 

・商業マージン ： ６ 

・国内貨物運賃 ： ７ 

(5) 最終需要部門と粗付加価値部門 

ア 取引基本表の外生部門である最終需要部門と粗

付加価値部門は、表１－２のとおり、家計外消費

支出の扱いを除けば、名称に相違はあるものの、

内閣府が作成する国民経済計算の各項目に、ほぼ

対応している。 

イ 家計外消費支出 

家計外消費支出は、いわば「企業消費」ともいう

べきものである。最終需要部門の「家計外消費支出

（列）」では、宿泊・日当、交際費及び福利厚生費

に係る企業消費の内訳を商品別に計上している。 

一方、粗付加価値部門の「家計外消費支出（行）」

では、宿泊・日当、交際費及び福利厚生費を列部

門別に計上している。つまり、各生産部門（列部

門）がこれらの経費をどれだけ支出したかを計上

している。 

国民経済計算では、国際基準を踏まえ、家計外

消費支出を、生産活動に必要となる経費であると

して、内生部門（中間消費、中間投入）に格付け、

外生部門（最終需要部門及び粗付加価値部門）に

は含めていない。 

しかし、我が国の取引基本表では、家計外消費

支出に相当する経費が、①生産活動に直接必要と

されるものではなく、いわば営業余剰の一部から

配分されたものと考えられること、②一般的な原

材料のように、生産活動を行う上で一定の比率で

投入されるわけではないと考えられ、これを外生

化することにより、投入係数（内生部門の生産構

造）が一層安定的になると考えられることなどの

理由から、外生部門に位置付けている。 

６ 取引基本表の基本構造 

 

(1) 価格評価と表形式（生産者価格評価表と購入者価

格評価表） 

ア 価格の評価方法 

我が国の取引基本表では、前記４記載のとおり、

個々の取引の大きさを、商品共通の尺度である

「金額」を用いて記録しているが、その際に、「金

額」を、どの段階の価格で捉えるのかによって、

取引額の大きさや表し方が変わる。 

実体経済の中では、たとえ同一かつ同量の商品

であったとしても、同じ価格で取引されるとは限

らない。これは、取引段階の差異に基づく場合も

あるし、地理的・時期的な要因、需給状況又は取

引形態の相違等に基づく場合もある。 

例えば、生産者の出荷価格と消費者が購入する

価格は、流通段階における経費によって、異なる

場合が多いほか、同じ商品であっても、大口需要

者向けか小口需要者向けかにより価格が異なる場

合がある。 

このようなことから、取引基本表に記録する際

の価格評価については、次のような二つの視点が

ある。 

①「実際価格」によるか「統一価格」によるか 

前者は、実際に取引がなされた価格で評価する

方法であり、後者は、取引先や取引形態にかかわ

らず単一の価格を別途設定して評価する方法。 

②「生産者価格」によるか「購入者価格」によるか 

前者は、生産者の出荷価格で評価する方法で

あり、後者は、取引の最終段階における価格で

評価する方法。 

我が国では、このうち、①については実際価格

に基づく表のみを作成していることから、取引基

本表としては 

○ 実際価格に基づく生産者価格評価 

○ 実際価格に基づく購入者価格評価 

の２種類を作成しており、前者を「生産者価格評

価表」、後者を「購入者価格評価表」と呼んでいる。 

統一価格による評価方法を採用していないのは、

一次統計から得られる取引額のデータが実際価格

の集積であるのに対し、統一価格で評価するため

には、「統一価格をどのように設定するか」という

課題を別途解決しなければならないからである。 

なお、価格評価における消費税の扱いについては、

後記(2)を参照。  
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表１－２ 産業連関表と国民経済計算との対応 

家計消費支出 家計最終消費支出

対家計民間非営利団体消費支出 対家計民間非営利団体最終消費支出

中央政府集合的消費支出 中央政府集合消費支出

中央政府集合的消費支出（社会資本等減耗分）

中央政府個別的消費支出 中央政府個別消費支出

中央政府個別的消費支出（社会資本等減耗分）

地方政府集合的消費支出 地方政府集合消費支出

地方政府集合的消費支出（社会資本等減耗分）

地方政府個別的消費支出 地方政府個別消費支出

地方政府個別的消費支出（社会資本等減耗分）

国内総資本形成

総固定資本形成

一般政府

企業設備

住宅

企業設備

住宅

生産者製品在庫純増 民間企業

半製品・仕掛品在庫純増 公的企業

流通在庫純増 一般政府

原材料在庫純増

輸出（普通貿易） 財貨

輸出（特殊貿易） 財貨、輸送、旅行、情報・通信、金融・保険、その他

輸出（直接購入） （再掲）直接購入

輸入（普通貿易） 財貨

輸入（特殊貿易） 財貨、輸送、旅行、情報・通信、金融・保険、その他

輸入（直接購入） （再掲）直接購入

（注） 「産業連関表」欄で□で囲んだ項目は、統合大分類の部門名を示す。

① 最終需要部門

［付加価値の「生産・輸入品に課される税」に含まれている。］

［付加価値の「生産・輸入品に課される税」に含まれている。］

（内生部門に格付けられている。）

国内総固定資本形成（民間）

一般政府消費支出

（ 控 除 ） 輸 入 品 商 品 税

（控除）関 税

家計外消費支出（列）

政府最終消費支出

在 庫 純 増

輸 出

（控除）輸 入

国 民 経 済 計 算 （内閣府）産 業 連 関 表

民間最終消費支出民 間 消 費 支 出

国内総固定資本形成（公的）

財貨・サービスの輸出

財貨・サービスの輸入

公 的

民 間

在 庫 変 動

宿泊・日当

交際費

福利厚生費

賃金・俸給 賃金・俸給

社会保険料（雇用主負担） 雇主の現実社会負担

その他の給与及び手当 雇主の帰属社会負担

（注） 「産業連関表」欄で□で囲んだ項目は、統合大分類の部門名を示す。

固 定 資 本 減 耗

（ 控 除 ） 補 助 金

営業余剰・混合所得

生産・輸入品に課される税

資本減耗引当

資本減耗引当（社会資本等減耗分）

資 本 減 耗 引 当

（ 控 除 ） 経 常 補 助 金

間接税（関税・輸入品商品税を除く。）

営 業 余 剰

産 業 連 関 表 国民経済計算（内閣府）

雇 用 者 報 酬

家計外消費支出（行） （内生部門に格付けられている。）

雇 用 者 所 得

② 粗付加価値部門
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イ 生産者価格評価表と購入者価格評価表 

(ｱ) 両表の表形式と相違点 

生産者価格と購入者価格との相違は、取引額

に流通経費、すなわち、商業マージン及び国内

貨物運賃が含まれているか否かである。ただし、

生産者から最終消費者に直接提供され、商業マ

ージン及び国内貨物運賃が発生しないサービス

関係の多くの部門については、生産者価格と購

入者価格は等しくなる。 

生産者価格評価表では、取引を生産者の「出

荷価格」で記録する。そのため、購入者が入手

するまでに要した商業マージン及び国内貨物運

賃については、購入側の列部門と〔行〕商業部

門及び〔行〕運輸部門との交点に一括して計上

する（図１－３②を参照）。 

一方、購入者価格評価表では、商業マージン

及び国内貨物運賃を個々の取引額に含めて計上

する。その結果、〔行〕商業部門及び〔行〕運輸

部門には、それぞれ「コスト商業」、「コスト運

賃」（後記10(2)を参照）のみが計上され、商業

マージン及び国内貨物運賃は、商業部門及び運

輸部門の行部門には計上されない。 

なお、我が国の取引基本表では、後記７(2)記

載のとおり、国内生産額を実際価格に基づく生

産者価格で評価することを基本としていること

から、購入者価格評価表の各行部門においては、

外生部門で商業マージンと国内貨物運賃を控除

することで、国内生産額が生産者価格であるこ

とを維持している（図１－３③を参照）。 

(ｲ) 両表に係る利用上の特徴 

生産者価格評価表及び購入者価格評価表につ

いて、利用上の観点からみれば、それぞれ次の

ような特徴がある。 

まず、購入者価格評価表は、現実の取引認識

に近い価格であるため、各列部門の生産原価の

構成を読み取ることが容易である。 

しかし、商業マージン及び国内貨物運賃の額

は、商品ごとに異なり、また、同一の商品であ

っても取引形態の相違によって異なることが多

いなど、必ずしも安定的とはいえない。通常の

産業連関分析では、できるだけ安定的な投入係

数を必要とするため、生産者価格評価による取

引基本表の方が、利便性が高い。我が国の産業

連関表においても、投入係数表や逆行列係数表

は、生産者価格評価表から作成しており、産業

連関分析は、生産者価格評価表を基本にして行

われる。 

〔参考〕基本価格 

我が国の取引基本表にあっては、国内生産額に

ついて、「生産者価格」で評価しているが、ＳＮＡ

では、68ＳＮＡ以来、「基本価格」による取引額の

評価が提唱されている。 

基本価格とは、生産者価格から消費税、たばこ

税、酒税などの間接税を差し引き、受け取る補助

金を加えた価格をいう。 

基本価格が提唱される理由は、間接税の税率が

必ずしも安定的ではなく、各取引額に税額を含め

ると、生産構造とは別の要因によって投入係数が

左右される場合があると考えられるためである。 

しかし、我が国の取引基本表では、データ上の

制約等の理由から基本価格による表は作成してい

ない。 

(2) 消費税の扱い 

付加価値税のうち、酒税やたばこ税のような特定

の物品やサービスを課税対象とする個別間接税につ

いては、課税額（＝納税額）が商品の価格に転嫁さ

れて、中間需要、最終需要の区別無く税込の価格に

より売買されることから、そのまま投入コストとし

て表示される。 

これに対して、消費税は、原則として、国内にお

いて行われる全ての取引段階において課税される多

段階課税方式の間接税であり、しかも、中間取引段

階において税が累積しないようにするため、仕入れ

に係る税が控除される。つまり、商品を販売した者

が納める税額は、販売額にかかる税額から流通の前

段階で負担した税額を控除したものとして計算され

る仕組みになっている。 

そのため、消費税を取引基本表上、どのように扱

うかについては、実際に動いた金額をそのまま評価

する方法と、本来コストとして認識される金額に基

づいて評価する方法という異なる考え方があり得る。 

我が国の取引基本表では、実際の取引額の大きさ

を読み取ることができるという長所などから、消費

税制度の導入以来、流通段階での販売・購入価格を

そのまま表示する方法（税込表）を採用しており、

取引額には、納税段階の計算では控除される額も含

めて計上している。  
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図１－３ 生産者価格評価表と購入者価格評価表 

② 生産者価格評価表（例）

単位：千円

③ 購入者価格評価表（例）

 

（

控
除
）

輸
入

国
内
生
産
額

消

費

投

資

輸

出

製
造
業
１

製
造
業
２

製
造
業
３

中 間 需 要 最 終 需 要

需
要
合
計

100 0 0 1000 0 1000

中
間
投
入

商品Ｘ 100 300 500 0

商 業 0 45 50

0 190

粗
付
加
価
値

（注） 図１－３①の数字を表にしたものである。

国内生産額

単位：千円

125

運 輸 20 60 100 0 10 0 0 190

0 30 0 0 125 0

中 間 需 要 最 終 需 要

需
要
合
計

控 除
国
内
生
産
額

製
造
業
１

製
造
業
２

製
造
業
３

0 0 190

100

1000

商業
ﾏｰｼﾞﾝ

国内
貨物
運賃

中
間
投
入

商品Ｘ 120 405 650 0 140 0

消

費

投

資

輸

出

輸

入

100 300 500

0

1315 0 -125 -190

0 0

0

+20 +60 +100
+45 +50 +30

190

+10

粗
付
加
価
値

（注） 図１－３①の数字を表にしたものである。商品Ｘの行
 には、商業マージン及び国内貨物運賃が含まれた取引額
 が計上されているが、外生部門の「（控除）商業マージ
 ン」及び「（控除）国内貨物運賃」で相殺することで、
 各行部門の国内生産額が生産者価格であることを維持し
 ている。国内生産額

125

運 輸 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 125 0商 業 0 0

① 価格形成の流れ －仮設例－

@10000円 @12000円 購入額：12万円
製造業１ 数 量：10ﾄﾝ

貨物運賃 2000円/ﾄﾝ 価 格：12000円/ﾄﾝ
10ﾄﾝ うち運賃：2000円/ﾄﾝ

@10000円 @11000円 @12500円 @13500円
商業マージン

製造業Ｘ 1500円/ﾄﾝ 製造業２
     貨物運賃 1000円/ﾄﾝ 貨物運賃 1000円/ﾄﾝ

生産額：100万円 30ﾄﾝ 購入額：40万5000円
  数量：100ﾄﾝ 数 量：30ﾄﾝ
  価格：10000円/ﾄﾝ 価 格：13500円/ﾄﾝ

@12000円 うち商業:1500円/ﾄﾝ
@10000円 50ﾄﾝ 運賃:2000円/ﾄﾝ

@11000円 商業マージン @13000円
1000円/ﾄﾝ

製造業３
     貨物運賃 1000円/ﾄﾝ 貨物運賃 1000円/ﾄﾝ

購入額：65万円
60ﾄﾝ     10ﾄﾝ 数 量：50ﾄﾝ

    商業マージン 価 格：13000円/ﾄﾝ
    3000円/ﾄﾝ うち商業:1000円/ﾄﾝ

運賃:2000円/ﾄﾝ

(注)  @は、各段階における１トン当たりの価格である。
@14000円

購入額：14万円
数 量：10ﾄﾝ
価 格：14000円/ﾄﾝ

うち商業:3000円/ﾄﾝ
運賃:1000円/ﾄﾝ

商店Ａ

商店Ｂ

家 計
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(3) 輸入の扱いと表形式 

ア 競争輸入型と非競争輸入型 

取引基本表を作成する上で、輸入をどのように

扱うかについては、大別して二つの方式がある。 

一つは、同じ種類の商品について、国産品と輸

入品との区別を行わず、一括して扱うものであり、

この方式による取引基本表を「競争輸入型」（図１

－４の①）という。これに対し、同じ種類の商品

であっても、国産品と輸入品とを区別して扱う方

式を「非競争輸入型」（同図の②、③）という。 

イ 我が国の表形式 

我が国の取引基本表では、国産品と輸入品をま

とめて計上する「競争輸入型」を採用している

（注）。 

ただし、基本分類及び統合小分類の取引基本表

では、各取引額について、輸入額を内数として別

掲しており、これにより、図１－４の②への組替

えが可能になるようにしている。 

（注） 平成23年表までは、一部の輸入品（小麦、大豆

等）について輸入品の行部門を別掲していたため、

正確には、「競争・非競争混合輸入型」（同図の④）

であった。 

 

７ 国内生産額の価格評価 

 

(1) 国内生産額の重要性 

「国内生産額」とは、一言でいえば、部門ごとの

１年間の生産及び取引の総額である。 

部門別の国内生産額は、取引基本表の推計作業を

行うに当たり、まず初めに推計する計数であり、投

入額及び産出額は、この国内生産額を確定させた上

で、その内訳として推計する。このため、国内生産

額に誤りがあると自部門の投入額及び産出額の推計

をやり直す必要が生じるだけでなく、他部門の投入

額及び産出額にまで影響し、取引基本表全体の精度

が左右される。このように、国内生産額は、取引基

本表の行部門及び列部門両面のいわば「制御値」と

して極めて重要なものであり、このような位置付け

か ら、コ ント ロール ・ト ータル ズ（ control 

totals）、略して「ＣＴ」と呼ばれることが多い。 

(2) 国内生産額に関する価格評価 

我が国の取引基本表では、国内生産額は基本的に、

実際価格に基づく生産者価格で評価することとして

いる。 

主な部門種別ごとの国内生産額推計についての基

本的な考え方は、第２部５を参照のこと。 

 

図１－４ 輸入の扱い別の表形式 

 

 

① 競争輸入型（例）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 消費 投資 輸出
(控除)
輸入

国 内
生産額

10 60 30 40 10 0 0 -100 50

20 10 50 10 20 15 10 -35 100

5 10 5 50 60 40 40 -50 160

5 5 20 15 70 30 30 -25 150

② 非競争輸入型（基本型）（例）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 消費 投資 輸出
(控除)
輸入

国 内
生産額

Ａ 5 10 20 10 5 0 0 0 50

Ｂ 10 10 30 10 20 10 10 0 100

Ｃ 5 10 5 40 30 30 40 0 160

Ｄ 5 5 15 15 55 25 30 0 150

Ａ 5 50 10 30 5 0 0 -100 0

Ｂ 10 0 20 0 0 5 0 -35 0

Ｃ 0 0 0 10 30 10 0 -50 0

Ｄ 0 0 5 0 15 5 0 -25 0

粗付加
価 値

100 160 150

10 15 55 35

国内
生産額

50

国
産

輸
入

（注） 粗付加価値、輸出及び（控除）輸入を除く各マス目の数値は、国産
      品と輸入品との合計値である。

国内
生産額

50 100 160 150

35

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

粗付加
価 値

10 15 55

③ 非競争輸入型（簡略型）（例）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 消費 投資 輸出
(控除)
輸入

国 内
生産額

Ａ 5 10 20 10 5 0 0 0 50

Ｂ 10 10 30 10 20 10 10 0 100

Ｃ 5 10 5 40 30 30 40 0 160

Ｄ 5 5 15 15 55 25 30 0 150

15 50 35 40 50 20 0 -210 0

④ 競争・非競争混合輸入型（例）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 消費 投資 輸出
(控除)
輸入

国 内
生産額

5 10 20 10 5 0 0 0 50

5 50 10 30 5 0 0 -100 0

20 10 50 10 20 15 10 -35 100

5 10 5 50 60 40 40 -50 160

5 5 20 15 70 30 30 -25 150

（注） 商品Ａについてのみ、輸入品が行部門として特掲されており、その
 他の商品Ｂ、Ｃ、Ｄについては国産品と輸入品の合計が計上されてい

     る。

（注） 輸入品の品目別内訳を示さず、部門別の合計値のみを示したもの
   である。

10 15 55 35

国内
生産額

50 100 160 150

50 100 160 150

10 15 55 35

国内
生産額

Ｃ

Ｄ

粗付加
価 値

Ａ

Ａ(輸入)

Ｂ

国
産

輸 入

粗付加
価 値
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(3) 国内生産額の重複計算 

ア 同一基本分類内 

国内生産額の推計に当たっては、まず、細品目

分類（約3,400分類）ごとに国内生産額を推計し、

統合品目への集計を経て、これらを基本分類ごと

に積み上げて、各部門の国内生産額を推計してい

る。 

このため、同一基本分類内で、ある品目が他の

品目の原材料として使用されているような場合に

は、その原材料の部分の国内生産額は、重複して

計上されている。 

〔国内生産額の重複計算のイメージ〕 

基本分類：3412-021 電気音響機器 

電気音響機器                 3,219億円 

電気音響機械器具の部分品・取付具・附属品    939億円 

半製品・仕掛品                                12億円 

計 4,171億円 

（注）完成品3,219億円の中には、部分品や半製品が含ま

れているが、基本分類ベースでみると、この分が重

複計算され、4,171億円の国内生産額になる。 

イ 基本分類をまたぐ場合の重複 

前記アでは、同一基本分類内での国内生産額の

重複計算について述べたが、これは、基本分類を

またぐ場合も同様である。例えば、自動車に関す

る国内生産額については、完成品はもとより、車

体及びエンジン等の部品についても、それぞれ異

なる基本分類で推計されている。しかし、完成品

である自動車の国内生産額の中には、他の基本分

類において既に計上されている部品の国内生産額

も含まれている。つまり、自動車部品の国内生産

額は、自部門及び完成品である自動車の部門の両

方において、重複して計上されている。 

ウ 部門の統合による重複 

国内生産額の重複計算は、部門を統合すること

でも発生する。しかし、部門分類を統合した場合、

国内生産額の重複は、統合された部門の行部門と

列部門との交点に自部門投入として集積されるだ

けであり、統合によって、取引基本表全体として

国内生産額が変化するわけではない（図１－５を

参照）。 

 

８ 内生部門及び最終需要部門の取引の計上方法 

 

(1) 内生部門 

取引基本表の内生部門に示されている各マス目の

数値は、基本的に各部門間で行われた取引額を表し

ている。ただし、この取引額とは、厳密には、取引

基本表の対象年に支払われた購入額がそのまま計上

されるわけではなく、対象年に行われた生産活動で

必要とされた「消費額」を意味している。（前記３

(2)イを参照）。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 消費 ＣＴ

Ａ 10 10

Ａ ⇒ Ｂ ⇒ Ｃ ⇒ Ｄ ⇒ 消費 Ｂ 20 20

10産出 20産出 30産出 40産出 Ｃ 30 30

CT=10 CT=20 CT=30 CT=40 Ｄ 40 40

部門Ａと部門Ｂを統合 部門Ｃと部門Ｄを統合

消費 ＣＴ

Ⅰ ⇒ Ⅱ ⇒ 消費

自部門投入10 20産出 自部門投入＝30 40産出

CT=30 CT=70

粗付加
価値 20 20

ＣＴ 30 70

Ⅰ 10 20 30

Ⅱ 30 40 70

↓ ↓ Ⅰ Ⅱ

粗付加
価値 10 10 10 10

ＣＴ 10 20 30 40

部門統合による重複計算は、

自部門投入として計上され、表

全体のＣＴは変化しない。

図１－５ 部門統合による国内生産額の重複 
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(2) 資本財の取引 

ア 生産活動に使用される、いわゆる「資本財」に

ついては、次の①～④に掲げる場合を除き、どの

部門が購入した場合でも、内生部門の取引額とし

ては計上せず、全て最終需要部門の「国内総固定

資本形成」に計上する（資本財の範囲等の詳細に

ついては、第３部第２章第２節の「7411-00 国内

総固定資本形成（公的）」及び「7511-00 国内総固

定資本形成（民間）」の項目を参照。）。 

〔内生部門に計上する資本財の取引〕 

① 機械組込 

他の機械に組み込まれることで、新たな別の

機械の一部になることをいう。 

② 建設迂回 

建設活動に伴い、例えば、エレベータやボイ

ラなどの資本財がビルの一部となることで、建

設業の活動を迂回して（すなわち、建設業者が

これらの資本財を原材料として中間投入して）

資本形成されることをいう。 

③ 土木迂回 

橋梁や水門のように資本財ではあるが、施工

のために土木工事が必要で、工事費の内訳とし

て扱われる場合をいう。 

④ 造船迂回 

造船を行う際に、ボイラや通信機械などの資

本財が船舶に組み込まれる場合をいう。 

イ どの部門がどのような資本財をどれだけ購入し

たかについては、別途、付帯表として作成する

「固定資本マトリックス」によって明らかにして

いる。  

ウ 各列部門が保有する資本財に係る減価償却費

（資本財の使用に伴うその年の減耗分）について

は、粗付加価値部門の「資本減耗引当」の欄に計

上している。 

(3) 在庫 

我が国の取引基本表では、在庫について１年間の

変動分を「在庫純増」に関する部門で計上すること

としている。つまり、対象年次の年末（例えば平成

27年末）の在庫から対象年次の前年末（例えば平成

26年末）の在庫を差し引いた変動分を計上している。 

ア 「生産者製品在庫純増」には、対象年次に生産

された製品のうち、販売又は出荷待ちの商品、つ

まり、どの部門にも販売されず、かつ、自家消費

もされなかったものについての増減を計上してい

る（図１－６の①）。 

イ 「半製品・仕掛品在庫純増」には、対象年次の

生産活動としては、生産途中のものであり、かつ、

更に手を加えることなしには、販売又は出荷がさ

れないものについての増減を計上している（図１

－６の②）。 

ウ 「流通在庫純増」には、対象年次の活動におい

て、商業部門が仕入れた商品のうち、販売されな

かったものについての増減を計上している。この

場合、商品を仕入れた商業部門との交点に計上す

るのではなく、その商品が本来属する行部門（販

売又は出荷前の部門）との交点に計上している

（図１－６の③及び④）。 

エ 「原材料在庫純増」には、対象年次に購入され

た原材料のうち、その年に使用されなかったもの

についての増減を計上している。この場合、その

原材料を購入した行部門との交点に計上するので

はなく、その商品（原材料）が本来属する行部門

（販売又は出荷前の部門）との交点に計上してい

る（図１－６の⑤及び⑥）。 

なお、輸入された商品が在庫となるのは、「流通在

庫純増」と「原材料在庫純増」の場合のみである。 

図１－６ 「在庫純増」計上の例 

 

中間
需要

生産者製
品在庫
純増

半製品・
仕掛品

在庫純増

流通在
庫純増

（注１）

原材料
在庫純増

（注２）

国産 ③ ⑤

輸入 ④ ⑥

① ②

（注１） 商業部門が仕入れた流通在庫の純増は、〔行〕「素材」
と〔列〕「流通在庫純増」との交点に計上する（③、④）。

（注２） 「木製家具製造業」が仕入れた原材料在庫の純増は、
〔行〕「素材」と〔列〕「原材料在庫純増」との交点に計上
する（⑤、⑥）。

（注３） 輸入品が、「生産者製品在庫純増」や「半製品・仕掛品
在庫純増」に計上されることはない。

木製家具製造業者が、国産材と輸入材を商業部門経由で購入
し、加工して、木製家具を生産する中での「在庫純増」の発生例

最終需要

中
間
投
入

素
材 （注３）

木製家具

商 業

・・・
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９ 輸出及び輸入の価格評価 

 

(1) 普通貿易の輸出品 

「普通貿易」（貿易統計に計上される財を対象とす

る部門）の輸出品は、生産者価格評価表にあっては、

国内向けの財と同様に、生産した工場から出荷する段

階の生産者価格で評価し、購入者価格評価表にあって

は、本船渡しのＦＯＢ（free on board）価格（工場

から空港・港湾に至るまでに要した商業マージン及び

国内貨物運賃を含んだ価格）で評価している。 

推計資料として用いている「貿易統計」は、普通

貿易の輸出品がＦＯＢ価格で表示されているため、

購入者価格評価表の場合にはそのまま利用すること

ができるが、生産者価格評価表の場合には、ＦＯＢ

価格から、別途、工場から空港・港湾に至るまでに

要した商業マージン及び国内貨物運賃を差し引いた

価格によって評価している。 

(2) 普通貿易の輸入品 

「普通貿易」の輸入品は、国際貨物運賃及び保険

料が含まれたＣＩＦ（cost insurance and freight）

価格で評価している。 

なお、取引基本表の各マス目の取引額には、輸入品

そのものの額だけでなく、これら輸入品に係る関税及

び輸入品商品税が含まれている。そのため、取引基本

表上、行部門の国内生産額とその内訳の合計を一致さ

せるため、最終需要部門では、「輸入」、「関税」及び

「輸入品商品税」を控除項目として設けている。 

(3) 特殊貿易及び直接購入の輸出入 

「特殊貿易」及び「直接購入」の輸出入、すなわち

サービスの輸出入や、海外旅行者の消費など普通貿易

に計上されない財の取引額については、前記(1)及び

(2)とは異なり、国際収支統計等から推計している。 

 

10 取引基本表作成上の特殊な取扱い 

 

取引基本表の作成に当たっては、ＳＮＡの概念に基

づき、又は、産業連関分析や表作成上の便宜から、特

殊な扱いをしているものがある。 

以下では、(1)から(7)について、説明する。 

(1) 商業部門及び運輸部門 

(2) コスト商業とコスト運賃 

(3) 屑・副産物 

(4) 帰属計算を行う部門 

(5) 仮設部門 

(6) 使用者主義と所有者主義 

(7) 非市場生産者の活動 

(1) 商業部門及び運輸部門 

取引基本表は、部門間の取引実態を記録しようと

するものであるが、現実の取引活動（特に財の取引

活動）にあっては、生産者と需要者が直接取引をす

ることは少なく、一般的には、商業部門及び運輸部

門を介して行われる。しかし、商業部門及び運輸部

門を経由する取引について、その流れに従って忠実

に記録しようとすると、取引基本表上、部門間の取

引関係が非常に分かりにくいものとなる。 

例えば、Ａ部門が生産した商品100単位をＢ部門が

購入した場合の商品取引の流れが、以下のような内

容になっていたとする。 

（ⅰ）まず、Ａ部門から運輸部門（運賃10単位）

を経由して商業部門に販売される。 

（ⅱ）商業部門の購入価格は110単位である（Ａ

部門に100単位支払い、運輸部門に10単位支

払う。）。 

（ⅲ）次に、商業部門はマージン（20単位）を加

えた上で、再び運輸部門を経由（運賃10単

位）してＢ部門に販売する。 

（ⅳ）Ｂ部門の購入価格は140単位である（商業部

門の購入価格110単位にマージン20単位を加え

た130単位を商業部門に支払い、運輸部門に10

単位支払う。） 

このような取引過程をそのままの形で記録すると、

図１－７①のようなものとなり、Ａ（生産者）とＢ

（需要者）との取引関係が読み取れなくなる。 

そこで、生産者価格評価表では、商業部門及び運

輸部門を経由することなく、部門間（例えば、Ａ部

門とＢ部門の間）で直接取引が行われたかのように

記述し、その上で、商業マージン及び国内貨物運賃

を需要者（この場合、Ｂ部門）の経費として一括計

上する（需要者と商業部門及び運輸部門の交点にそ

れぞれ一括計上する。）こととしている（図１－７②

を参照）。 

なお、購入者価格評価表においては、個々の取引

金額に、商業マージン及び国内貨物運賃を含むこと

から、商業及び運輸の行部門には、商業マージン及

び国内貨物運賃を計上しない（図１－７②の場合、

〔行〕Ａ部門と〔列〕Ｂ部門との交点に140を計上し、

〔行〕商業や〔行〕運輸との交点は０になる。） 
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図１－７ 商業部門と運輸部門の扱い 

 

 

(2) コスト商業とコスト運賃 

前記(1)のような通常の流通経費とは別に、生産活

動を行う上での直接的な経費として扱われる商業活

動及び運輸活動も存在する。取引基本表では、これ

らの経費について、「コスト商業」及び「コスト運賃」

と呼び、各列部門の生産活動に要したコストとして、

生産者価格評価表及び購入者価格評価表のいずれに

おいても、それぞれ〔行〕商業部門及び〔行〕運輸

部門との交点に計上している。 

ア コスト商業 

「コスト商業」に該当するものとしては、例え

ば、中古品の取引額が挙げられる。 

中古品自体は、基本的に産業連関表の作成対象

年次の生産物ではないことから、取引基本表への

記録の対象とはならないが（注）、中古品の取引に

伴う商業活動は当該年次の活動であるため、その

取引マージンのみを「コスト商業」として計上し

ている（図１－８を参照）。 

具体的には、家計による中古車の購入や、固定

資本形成に該当する中古のバス・トラック等の取

引マージンがこれに相当する。 

イ コスト運賃 

「コスト運賃」に該当するものとしては、次に

掲げるものが挙げられる。 

(ｱ) 生産工程の一環として行われる輸送活動（つ

まり、生産した後の流通段階ではなく、生産段

階における輸送活動）に伴う経費 

① 木材のように、集荷場等において生産者価

格が決定される商品について、それぞれの生

産地から集荷場等の生産者価格が決定される

場所まで移動させるために要した費用（第２

部５(2)イ(ｱ)を参照） 

② 鉄鋼や船舶のように、原材料や半製品等を

大規模工場内における次の生産工程に移動さ

せるために要した費用 

③ 建設用機械や足場等のような生産設備を移

動させるために要した費用 

図１－８ 家計が新車又は中古車を購入した場合の取引

基本表上の相違 

 

（注） 作成対象年次に新品として取引された後、同一年次

内に中古品として転売される場合もあるが、その場合

には、新品として取引されたときの価額（財本体の価

額及び商業マージン）が取引基本表に計上され、中古

品としての取引については、あくまでコスト商業分の

みが計上される。 

① 取引の流れをそのまま表示した場合

最終
需要

粗付加
価値額

国 内
生産額

ＡとＢの取引関係が読み取れない。

運輸 10 10

商業 130

Ａ 100

国 内
生産額

Ｂ

Ａ Ｂ 商業 運輸

（取引の流れ）

↓

Ａ部門

（ⅰ） １００

↓

（貨物輸送：＋10）

↓

（ⅱ）１１０

商業

(+20)

（ⅲ）１３０

↓

（貨物輸送：＋10）

↓

Ｂ部門

（ⅳ）１４０

② 取引基本表での表章方法（生産者価格評価表）

最終
需要

粗付加
価値額

国 内
生産額

商業 20

運輸Ａ Ｂ 商業

運輸 20

ＡとＢの間の財の取引額が明確になるとともに、当該取引
に伴う商業マージン及び国内貨物運賃が簡潔に標記でき
る。

国 内
生産額

Ａ 100

Ｂ

① 新 車

② 中古車

商 業 マ ー ジ ン  ＝ 50万円

   家計消費

自動車 250

商 業 マ ー ジ ン  ＝ 50万円

購 入 者 価 格    ＝ 300万円

通常の流通経費としての
商業マージンではないこと
から、分類コードに特殊符
号は付かない。

本 体 価 格  ＝ 250万円

   家計消費

自動車

商業 50

コスト商業

購 入 者 価 格    ＝ 200万円

通常の流通経費としての
商業マージンであることか
ら、分類コードに特殊符号
の「６」が付く（前記５(4)ウを
参照）。

商業 50

商業マージン

本 体 価 格  ＝ 150万円
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(ｲ) 引越荷物、旅行手荷物、郵便物、中古品、霊

きゅう、廃棄物・廃土砂などに係る輸送費用 

① 引越荷物や旅行手荷物については、引越や旅

行をする者の荷物について場所の移動を行うだ

けであり、これら荷物そのものが取引されてい

るわけではないことから、当該荷物の価額自体

は取引基本表には計上されず、その輸送費用

が、引越や旅行をする者のコスト運賃となる。 

なお、「宅配便」の扱いについては、その扱

う貨物の取引内容によって、国内貨物運賃と

して流通経費扱いとするか、コスト運賃扱い

とするかが分かれる。つまり、産業部門間の

取引に伴う輸送手段として宅配便を使えば、

国内貨物運賃となる。一方、旅行者が旅先で

購入した土産物を、自宅や友人に送付すれば、

家計のコスト運賃となる。企業活動において、

本社・支社間の書類などの受渡しに宅配便を

利用すれば、それは当該企業のコスト運賃と

なる。 

② 中古品の輸送については、コスト商業と同

様の考え方から、コスト運賃として扱ってい

る。 

③ 廃棄物・廃土砂は、取引基本表においては

無価値の物として計上の対象としていないが、

それらを輸送するために要した費用について

は、これらを発生させた部門の「コスト運賃」

として、〔行〕運輸部門との交点に計上してい

る。つまり、ある産業にとって、廃棄物・廃

土砂の処理（輸送業者への支払）は、当該産

業の生産のためのコストの一部と考える。 

(3) 屑・副産物 

ア 屑・副産物の扱いに関する各種方式 

ある商品Ａの生産活動を行う際に、生産技術上

必然的に、目的とした商品Ａのほかに、別の商品

Ｂが一定量だけ生産される場合がある。取引基本

表では、商品Ａの生産過程において副次的に発生

する商品Ｂのことを、商品Ｂを主産物として生産

する部門が他にある場合には「副産物」、ない場合

には「屑」という。屑及び副産物は、残存価値を

残している「有価財」と、ゴミとして廃棄・焼却

される「無価財」（あるいは、処理経費がかかる

「負価財」）に分けられるが、我が国の取引基本表

では、有価財かつ統計資料等により把握可能なも

のについて計上の対象としている。 

我が国の取引基本表では、行部門を商品分類に

より作成することから、生産活動の結果として発

生する商品について、いずれかの行部門に対応さ

せる必要があるが、屑・副産物については、具体

的に、以下の４つの処理方式がある。 

① マイナス投入方式（ストーン方式） 

② 一括方式 

③ トランスファー方式 

④ 分離方式 

我が国では、原則として「マイナス投入方式」

によって処理し、部分的に「一括方式」及び「ト

ランスファー方式」も採用しているが、以下、次

の事例をモデルケースとして、これら４つの方式

について説明する（図１－９を参照）。 

〔事例〕 

石油化学部門が主産物として合成樹脂原料を100

単位、副産物としてＬＰＧ（液化石油ガス）を10

単位生産し、合成樹脂原料を合成樹脂部門に販売

し、ＬＰＧを家計に販売している場合 

① マイナス投入方式（ストーン方式） 

この方式は、副産物が発生した列部門にマイナ

ス計上する一方、当該副産物を投入した列部門に

同額をプラス計上し、差し引き０とする方式であ

り、この方式を考案したリチャード・ストーン

（1913－1991）の名にちなんで「ストーン方式」

とも言われている。我が国では、原則として、こ

の方式によって屑・副産物を処理している。 

具体的には、石油化学部門の生産としては、主

産物である合成樹脂原料の100のみを計上する。

一方で、石油化学部門で副産物として発生したＬ

ＰＧ（10単位）を、〔行〕ＬＰＧ部門から〔列〕

石油化学部門にマイナス投入（つまり石油化学部

門からＬＰＧ部門へ販売）したものとして計上す

る。さらに、ＬＰＧを実際に投入した〔列〕家計

消費部門と、〔行〕ＬＰＧ部門の交点に（10単位）

を計上する。これにより、〔行〕ＬＰＧ部門の中

では、副産物の発生と投入が相殺され、結局、副

産物であるＬＰＧの生産はゼロになる。 

この表形式によると、副産物の金額は国内生産

額には計上されないが、「屑・副産物」別に、発

生源と投入先を捉えることが可能となる。また、

分析上の観点からみると、①合成樹脂原料に対す

る需要は、石油化学部門の需要を誘発することで

ＬＰＧの供給を増加させ、結果としてＬＰＧ部門

の生産を抑制することとなる。②一方で、副産

物としてのＬＰＧの生産額がＬＰＧ部門の国内

生産額に含まれていないことから、ＬＰＧ部門 
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図１－９ 屑・副産物の表章方式 

 

に対する需要について、主産物としてのＬＰＧ

に対する需要のみを波及計算の対象として純化

でき、石油化学部門の生産に対しては直接の影

響を及ぼさない。 

ただし、この方式によれば、副産物としての

ＬＰＧが、主産物としてのＬＰＧよりも競争力

が強い場合には、より経済の実態に近い形を表

すが、合成樹脂原料に対する需要が大きい（副

産物としてのＬＰＧの発生が多くなる。）一方で、

ＬＰＧに対する需要が小さい場合には、ＬＰＧ

部門の生産をマイナスにしなければ需要のバラ

ンスがとれないという不都合が生じる。 

なお、平成12年表以降は、この方式で処理す

るものに関連して、「再生資源回収・加工処理」

の部門を設けている（後記イを参照）。 

② 一括方式 

主産物である合成樹脂原料と副産物であるＬ

ＰＧの合計（合成樹脂原料（100単位）＋ＬＰＧ

（10単位）＝110単位）を、一括して石油化学部

門の国内生産額としてとらえて計上する考え方

である。したがって、家計に販売されたＬＰＧ

（10単位）は、取引基本表の上では、石油化学 

部門の販売として記録される。 

この方式では、石油化学部門におけるＬＰＧ

の生産は、ＬＰＧ部門に対して何ら影響をもた

らさないという前提を置くことになるが、副産

物が量的にわずかな場合には、この方式も利用

可能であると考えられる。 

我が国の取引基本表では、畜産部門の「きゅ

う肥」等を一括方式によって処理している。 

③ トランスファー方式（注） 

石油化学部門の副産物として生産されたＬＰ

Ｇ（10単位）について、それを主産物として活

動しているＬＰＧ部門に産出した上で、当該Ｌ

ＰＧ部門から家計に販売されたものとして記録

する方式である。副産物として生産されたもの

を、それを主産物として活動する部門に、いわ

ば「乗り換えて」産出させることから、トラン

スファー方式と言われている。 

この場合、石油化学部門で発生したＬＰＧは、

石油化学部門にもＬＰＧ部門にも国内生産額と

して計上される。 

この方式によると、合成樹脂部門に投入され

る石油化学部門が、その投入構造の中にＬＰＧ

の投入を有しないことから、合成樹脂原料に対

する需要が発生しても、ＬＰＧに対する誘発は

① マ イ ナス 投入方式

 

 

 

② 一括方式

 

③ ト ラ ン ス フ ァ ー方式

 
 

 

④ 分離方式

 

 

 

10 110

…
石油
化学

合成
樹脂

ＬＰＧ … …
家計
消費

…
国内

生産額

ＬＰＧ

国内
生産額

110

石油
化学

100

国内
生産額

…
石油
化学

合成
樹脂

ＬＰＧ … …

国内
生産額

…
石油
化学

合成
樹脂

国内
生産額

100 (0)

ＬＰＧ -10 10 (0)

石油
化学

100 100

家計
消費

…

ＬＰＧ … …
家 計
消 費

…

国内
生産額

110 (10)

10 110

ＬＰＧ 10 (10)

石油
化学

100

国内
生産額

石油
化学

100 100

合成
樹脂

ＬＰＧ … …
家計
消費

……
石油
化学

(10)

国内
生産額

100 (10)

ＬＰＧ 10

発生源

投入
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発生しない。一方で、ＬＰＧ部門の投入構造に

は、石油化学からの投入（10単位）が存在する

ため、ＬＰＧに対する需要が発生すると、石油 

化学部門の生産を誘発するという結果が導かれ

る。 

（注） 我が国の取引基本表では、「民間放送」、「新聞」、

「出版」等の活動の中で行われる広告活動につい

て、屑・副産物ではないが、トランスファー方式

と同様の表章をしている。これは、①金額が相当

程度大きいものであること、②民間放送、新聞、

出版等という媒体の中に含まれる広告であっても、

各列部門としては、民間放送、新聞、出版等に費

用を支払っているというよりも、あくまで「広告」

部門に費用を支払っているものとして扱うことが

取引感覚に沿っていることによる。 

④ 分離方式 

この方式は、主産物と副産物を分離し、それ

ぞれ該当する部門に計上する方式である。具体

的には、石油化学部門の生産活動を、主たる生

産物である合成樹脂原料の生産活動と副産物の

ＬＰＧの生産活動に分割して、それぞれに計上

するという方式である。 

合成樹脂原料とＬＰＧとは、本来、分割する

ことのできない生産活動であり、形式的にこれ

を分割したとしても、両者の産出構成は一定の

比率を保つはずである。しかし、この方式の場

合、合成樹脂原料とＬＰＧに対する需要の比率

が異なることによって、見かけ上、産出構成が

変化してしまうことになる。そのため、我が国

の取引基本表では、この方式は用いていない。 

イ 「再生資源回収・加工処理」の扱い 

前記ア記載のとおり、我が国の取引基本表では、

屑・副産物について、基本的にマイナス投入方式を

採用しているが、リサイクル活動の重要性が高まる

ことを想定し、平成12年表から、この方式により処

理している屑・副産物の表章に関連して、「再生資

源回収・加工処理」を部門として設けている。 

そこで、次の事例をモデルケースとして、本部

門の具体的な表章方法とその変遷について説明す

る（図１－10を参照）。 

〔事例〕 

石油化学部門が主産物として合成樹脂原料を100

単位、副産物としてＬＰＧを10単位生産し、合

成樹脂原料を合成樹脂部門に販売し、ＬＰＧを

家計消費部門に販売している場合であって、Ｌ

ＰＧの回収・加工等の経費として、８単位必要

とされる場合 

図１－10 再生資源回収・加工処理に関する屑・副産物

の表章形式 

 

(ｱ) 平成12年表 

平成12年表では、石油化学部門から副産物とし

て発生したＬＰＧを、〔行〕ＬＰＧ部門との交点

にマイナス計上し（-10単位）、その発生分を新た

に設けた〔列〕「再生資源回収・加工処理」に一

括して投入（10単位）した上で、〔行〕「再生資源

回収・加工処理」から、回収・加工処理経費を付

加した額（18単位）を、需要部門である家計消費

部門に産出する方法を採用した。 

これにより、平成７年表までは、屑・副産物が

該当する既存の行部門に個別に計上していた屑・

副産物の輸出入を、「再生資源回収・加工処理」

に一括計上することができ、輸入係数の安定化が

図られた。 

しかし、一方で、この方法では、あらゆる屑・

副産物が一括して、〔列〕「再生資源回収・加工処

理」に投入され、〔行〕「再生資源回収・加工処理」

から需要部門に産出されることになるため、取引

基本表の原則である「一つの部門に一つの生産物

を対応させる」ことができなくなるといった支障

① 平成12年表で 採用し た表章形式

 

 

 

② 平成17年表以降で 採用し て いる 表章形式

 

 

 

回収・
加工経費 5

雇用者
所得

3

国内
生産額

100 (8)

ＬＰＧ -10 10 (0)

再生
資源

8 (8)

石油
化学

100 100

国内
生産額

100 (18)

…
石油
化学

合成
樹脂

ＬＰＧ
再生
資源

… …
家計
消費

…
国内

生産額

雇用者
所得

3

国内
生産額

石油
化学

100 100

ＬＰＧ -10 10 (0)

再生
資源

18 (18)

回収・
加工経費 5

…
石油
化学

合成
樹脂

ＬＰＧ
再生
資源

… …
家計
消費

…
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が生じた。要するに、〔行〕「再生資源回収・加工

処理」の個々の産出額に、どのような屑・副産物

が含まれるのかが不明確な状態となった（図１－

10の事例では、副産物がＬＰＧの１種類であり、

また、産出先も家計消費部門のみという単純なモ

デルであるが、実際には、様々な屑・副産物が、

内生部門・外生部門を問わず、様々な部門に産出

される。）。 

そのため、別途、付帯表として作成する「屑・

副産物発生及び投入表」を用いないと、屑・副産

物ごとの投入を捉えることができないほか、回収

と加工は、本来別々のアクティビティであるにも

かかわらず、資料の制約上分離できないなどの問

題があった。 

また、分析面からも、以下のような問題があった。 

① 副産物の発生がマイナスで表示されるため、

波及効果分析の観点から、逆行列にマイナスが

多くなり、係数としての意味がなくなる。 

② 様々な屑・副産物が、「再生資源回収・加工

処理」に一括して扱われることにより、投入係

数の安定性や、波及効果分析の観点から問題が

ある。 

③ 発生した屑・副産物が、「再生資源回収・加

工処理」を経由して産出されるため、波及結果

も、全ての屑・副産物が影響を受ける。 

(ｲ) 平成17年表以降 

平成12年表におけるこのような問題点を踏まえ、

平成17年表では、「再生資源回収・加工処理」は、

その活動に係る経費のみを計上することとし、経

費は、屑・副産物に付随して産出されることとし

た。平成23年表においても同様の扱いである。 

具体的には、前記ア①記載の場合と同様、石油

化学部門の生産としては、主産物である合成樹脂

原料（100単位）のみを計上する一方で、石油化

学部門から副産物として発生したＬＰＧ（10単位）

を、〔行〕ＬＰＧ部門から〔列〕石油化学部門に

マイナス投入（つまり石油化学部門からＬＰＧ部

門へ販売）したものとして計上する。さらに、Ｌ

ＰＧを実際に投入した〔列〕家計消費部門と

〔行〕ＬＰＧ部門の交点に（10単位）を計上する。

これにより、〔行〕ＬＰＧ部門の中では、副産物

の発生と投入が相殺され、結局、副産物であるＬ

ＰＧの生産額はゼロになる。それとは別に、「再

生資源回収・加工処理」には、ＬＰＧの回収経費

等を計上し、ＬＰＧの需要先である家計消費部門

へ産出する。 

つまり、前記ア①記載のマイナス投入方式によ

りつつ、この方式に、回収・加工経費を別の部門

として追加した形になっている。 

(4) 帰属計算を行う部門 

「帰属計算」とは、具体的な取引は行われていない

ものの、実質的な効用が発生し、受益者が存在してい

る場合、又は、生産活動や取引の大きさを直接計測で

きない場合に、類似の商品に係る市場価格で評価する

等の方法により記録することをいう。取引基本表にお

ける帰属計算では、その効用を発生させている部門の

国内生産額として計上し、産出先は、その効用を受け

ている部門として処理している。 

これは、現実に観察される現象に隠れている経済

活動を把握しようとするものであり、これにより、

社会状況や制度の変化・相違に関わらず、時系列比

較や国際比較が可能となる。 

具体的には、 

○金融仲介サービス 

○生命保険及び損害保険 

○持家等に係る住宅賃貸料（帰属家賃） 

について、帰属計算を行っている。 

ア 金融仲介サービス 

金融部門の活動は、次の二つに大別できる。 

① 預貯金の管理、受付及び融資業務 

② 送金業務や有価証券の売買等 

このうち、②に伴う手数料収入については、純粋

にサービスの提供に対する対価といえるが、①に伴

ういわゆる「利ざや」は、財産所得としての利子の

受払いという点からみれば、所得の移転が生じたに

過ぎず、必ずしも新たな付加価値の形成とはいえな

い。しかし、金融部門の営業活動を考える際に、利

ざやによる収益は極めて重要である。このため、従

前から、利ざやに関しても、金融部門によって生み

出されたサービスの対価であるとみなして、国内生

産額に含めてきた。つまり、金融部門が、資金の貸

手と借手との取引をつなぐための仲介サービスをし

ていると考えるわけである。そのため、金融部門に

係るこのような活動を「金融仲介サービス」と呼び、

それに伴う付加価値を帰属計算している。 

平成17年表までは、帰属利子方式により、国内

生産額について、 

帰属利子 ＝ （貸付金に対する受取利子）－ 

（預貯金に対する支払利子） 

として計算した上で、産出先については、中間需要
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部門（産業部門）に限定し、貸出残高に応じて配分

していた。これは、金融仲介サービスを受けるのは、

貸付けを受ける企業であるとみなし、金額の全てを、

産業の中間消費として処理する旨を提唱した68ＳＮ

Ａに準拠していたためである。また、この方法によ

れば、外生部門の金額が金融仲介サービスによって

影響を受けないため、金利の変動によって外生部門

の金額が増減しない等のメリットがあった。 

しかし、帰属利子方式では、預金者の存在が考

慮されていないほか、家計なども資金の借り手に

なっている経済の実態に沿っていないなどの課題

があった。 

そこで、平成23年表からは、93ＳＮＡで提唱さ

れた概念である「ＦＩＳＩＭ」（Financial Inter-

mediation Services Indirectly Measured：間接

的に計測される金融仲介サービス）を新たに採用

した。ＦＩＳＩＭでは、国内生産額を次のように

計算する。 

〔 国内生産額 ＝ 借り手側ＦＩＳＩＭ ＋ 

貸し手側ＦＩＳＩＭ 〕 

借り手側ＦＩＳＩＭ ＝ 貸出残高総額 × 

（ 運用利子率 － 参照利子率 ） 

貸し手側ＦＩＳＩＭ ＝ 預金残高総額 × 

（ 参照利子率 － 調達利子率 ） 

運用利子率 ＝ 貸出金受取利息総額 ／ 貸出残高総額 

調達利子率 ＝ 預金支払利息総額 ／ 預金残高総額 

参照利子率 ＝ 参照利子率算出用利息総額 ／ 

参照利子率算出用残高総額 

また、この方法では、帰属利子方式のような産

出先の限定がなく、より実態に沿った産出構造の

表章に資するとされている。 

イ 生命保険及び損害保険 

生命保険及び損害保険の部門は、 

（受取保険料 ＋ 資産運用益） －  

（支払保険金 ＋ 準備金純増） 

で計算される帰属保険サービスを生産しているも

のとして扱っている。 

産出先は、生命保険については、全額が「家計

消費支出」への産出であり、損害保険については、

「家計消費支出」のほか、内生部門に対しても産

出している。 

 

 

ウ 持家等に係る住宅賃貸料（帰属家賃） 

持家等は、一般的に家賃の支払が発生しない点

において、実際に家賃の支払が伴う賃貸住宅と、

経済取引上の外形は異なっている。しかし、持家

等についても、居住者が住宅サービスを享受して

いる点において、賃貸住宅と同様の効用が発生し

ていると考えられる。そこで、ＳＮＡでは、持家

等についても、賃貸住宅の市場価格に沿った家賃

を支払って住んでいるものとみなして金額（帰属

家賃）を計上することとしている。（注１） 

我が国の取引基本表においても、従前から、こ

の考え方に沿って、帰属家賃を計上しており、「住

宅賃貸料（帰属家賃）」という部門を設けている

（注２）。この部門は、持家等に居住する者が、自ら

に対して住宅賃貸業を営んでいるものとしてとら

えた部門であり、投入額としては、当該持家等に

居住・維持するための経費が計上される。具体的

には、ほとんどの金額は、粗付加価値部門に計上

されるが、中間投入として、建設補修や金融（住

宅ローンに関する利払い）も計上される。また、

産出額については、居住者自身へのサービスの提

供であることから、全額を「家計消費支出」に産

出している（図１－11を参照）。 

（注１） 居住者により、実際に家賃の支払が行われて

いる給与住宅や寮については、当該給与住宅や

寮と同等の居住施設の市場価格と実際に支払わ

れた家賃との差額分を帰属家賃として計上する。 

（注２） 「住宅賃貸料（帰属家賃）」が、「住宅賃貸料」

から独立したのは、平成12年表からであるが、

該当する金額については、それ以前にも「住宅

賃貸料」に計上されていた。 

図１－11 帰属家賃の表章形式 

 

 

国内
生産額

修繕費等
（建設補修）

住宅ローンの利払い
（金融）

〔例〕

・住宅ローンの利払い 10万円／年

・修繕費 10万円／年

〔住宅の維持経費〕

・200万円／年

〔家賃相当額を市場価格で評価〕

10

10

住宅賃貸料
（帰属家賃）

家計消費
支出

200 200

付加価値 180

国内生産額 200

住宅賃貸料
（帰属家賃）
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(5) 仮設部門 

取引基本表の内生部門の各部門は、アクティビテ

ィ（又は商品）に基づき設定しているが、その中に

は、独立した一つの産業部門とは考えられないもの

がいくつか含まれている。これらは、取引基本表を

作成する上での便宜や利用目的を考慮して設けてい

るものであり、「仮設部門」と呼ぶ。部門分類の一覧

表及び部門別概念・定義・範囲の説明等においては、

基本分類の分類コードの末尾に「Ｐ」という識別符

号を付すことで、他の基本分類と区別している。 

具体的には、 

○「事務用品」 

○「自家輸送（旅客自動車）」 

○「自家輸送（貨物自動車）」 

○「古紙」 

○「鉄屑」 

○「非鉄金属屑」 

といった部門を設けている。 

なお、仮設部門は、「仮設」という性格上、独立し

て付加価値を発生させる部門ではないことから、計数

は内生部門のみに計上し、粗付加価値額は計上しない。 

ア 事務用品 

各部門で共通的に使用されている鉛筆、消しゴ

ム、ノート等の事務用品は、企業会計上、「消耗品」

として一括処理されることが多い。そこで、取引

基本表上は、これら事務用品を生産する各行部門

から、仮設部門として設けた〔列〕「事務用品」へ

産出し、その上で、該当する金額を、〔行〕「事務

用品」から実際に事務用品を購入した各列部門へ

一括して産出することで、企業会計上の一括処理

に近い表章になるようにした。 

事務用品を設けない場合と設けた場合の表章形

式の相違は、図１－12のとおりである。事務用品

を仮設部門として特掲することは、その限りにお

いて独立した生産活動としての地位を認めたこと

となる。したがって、取引基本表全体の国内生産

額は、事務用品の分だけ大きくなるが、仮設部門

には粗付加価値額は計上しないことから、粗付加

価値額には変化はない。 

イ 自家輸送（旅客自動車、貨物自動車） 

(ｱ) 自家活動部門の意味 

企業が生産活動を行う上で、ある産業分野の

活動を自社内で賄ってしまう場合がある。例え

ば、輸送活動、こん包活動、社員教育、研究開

発、広告活動、情報処理サービス等である。 

図１－12 事務用品の表章方式 

 

取引基本表は、アクティビティでの分類を原則

とすることから、こうした自家活動は、厳密に

いえば、それぞれ運輸や教育、研究、広告、情

報処理の各部門に格付けられるべき生産活動で

ある。しかし、これらの活動については、通常、

各部門における本来の生産活動の一部としてそ

の中に埋没した形で行われているため、これら

だけを切り離して投入構造を推計することは難

しい。このような事情もあり、現在では、自家

輸送のみを仮設部門として設けている。 

なお、これまでの自家部門の設定状況は、以

下のとおりである。 

部 門 設 定 年 

自家輸送 

（旅客自動車） 
昭和50年～平成27年 

自家輸送 

（貨物自動車） 
昭和50年～平成27年 

自家教育 昭和50年、55年、60年 

自家研究（注） 昭和50年、55年、60年 

自家梱包 昭和50年、55年 

自家倉庫 昭和50年 

（注） 平成２年表からは粗付加価値を推計し、産業部

門の「企業内研究開発」としている。 

① 事務用品部門を設けない場合

② 事務用品部門を設けた場合

付加価値 40 0

国内生産額 100 10

ノート 5 (5)

事務用品 10 (10)

鉛筆 5 (5)

付加価値 40

国内生産額 100

Ａ部門 事務用品
国内

生産額

原料１ 30

原料２ 20

鉛筆 5 (5)

ノート 5 (5)

原料２ 20

Ａ部門
国内

生産額

原料１ 30
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(ｲ) 表章形式 

自家活動を行うために必要な商品を〔列〕自

家活動部門に産出した上で、各需要部門（生産

活動の過程で自家活動を行っている列部門）は、

〔行〕自家活動部門から一括して購入するとい

う形で表章している。 

自家部門を設けない場合と設けた場合の表章

形式の相違は、図１－13のとおりである。これ

らの自家部門を仮設部門として特掲することは、

その限りにおいて独立した生産活動としての地

位を認めたこととなる。したがって、表全体の

国内生産額は、自家部門の分だけ大きくなるが、

仮設部門には粗付加価値額は計上しないことか

ら、粗付加価値額には変化はない。 

図１－13 自家輸送部門の表章形式 

 

 

 

 

ウ 古紙、鉄屑及び非鉄金属屑 

屑・副産物については、原則としてマイナス投入

方式によって処理しているが、「副産物」について

は、それを主産物とする行部門が存在するので、当

該行部門に「競合部門」を設定して計上すること

ができる。しかし、「古紙」、「鉄屑」及び「非鉄金

属屑」といった「屑」については、そもそもこれ

らを主産物とするような部門がないため、何らか

の部門を設けなければ、発生及び投入の計上がで

きない。そこで、行部門についてのみ、仮設部門

として「古紙」、「鉄屑」及び「非鉄金属屑」を設

けている。 

なお、その他の屑については、関係の深い原材

料部門（例えば、「ガラスびん」については「その

他のガラス製品」）に格付けて処理をしている。 

(6) 使用者主義と所有者主義 

ア 使用者主義と所有者主義の概念 

物品賃貸業が扱う生産設備に係る経費の扱いに

ついては、「使用者主義」と「所有者主義」の二通

りの考え方がある。 

「使用者主義」は、所有者が誰であるのか、経費

を直接負担したのが誰であるのかにかかわらず、そ

の生産設備等を使用した部門に経費等を計上すると

いう考え方である。この場合、賃貸業者から賃借を

受けた生産設備については、賃借料に相当する維持

補修費、減価償却費及び純賃借料（粗賃借料から維

持補修費及び減価償却費を控除したもの）を、使用

者が該当する列部門の経費又は営業余剰（純賃借料

部分）として計上する。そのため、賃貸部門は部門

として成り立たないが、生産と生産のために使用さ

れる資本が一体として処理できるとともに、投入係

数の安定性も増すという利点がある。 

一方、「所有者主義」は、その生産設備を所有す

る部門に経費等を計上するという考え方であり、

物品賃貸を行う部門を設ける必要がある。この場

合、物品賃貸料収入の総額が物品賃貸を行う部門

の国内生産額となる一方、使用者（借り手）が該

当する列部門では、物品賃貸料（支払）に相当す

る金額を、物品賃貸を行う行部門からの中間投入

として計上する。経済実態として、産業全体に占

める物品賃貸業のウエイトが相当程度あるととも

に、物品賃貸を行う部門の国内生産額及び粗付加

価値を個別に計上する必要がある場合には、所有

者主義が採られることになる。 

① 自家輸送部門を設けない場合

② 自家輸送部門を設けた場合

(10)

付加価値 40 0

国内生産額 100 (10)

自家輸送 10

(15)

付加価値 40

国内生産額 100

Ａ部門 自家輸送
国内

生産額

原料１ 25

原料２ 20

原料２ 20

 Ａ部門が自家輸送として石油を10単位使用している場合につい
て、②のように自家輸送を仮設部門として独立させると、自家輸送
部門の10単位が新たに国内生産額に計上される。

Ａ部門
国内

生産額

原料１ 25

石油 15 うち原材料 5 (15)

輸送用 10

石油 5 10
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イ 我が国の取引基本表での扱い 

我が国の取引基本表では、昭和60年表まで、両

方の考え方を併用（注１）していたが、平成２年表以

降は、全面的に「所有者主義」で推計している。

（注２） 

これは、前述のとおり、物品賃貸業のウエイト

の高まりに伴い、これを独立部門としてとらえる

必要がある一方で、「使用者主義」による推計は、

基礎統計の現状からみて非常に困難であると判断

したためである。 

なお、使用者主義と所有者主義による表章形式

の相違は、図１－14のとおりである。 

（注１） 昭和60年表までは、日本標準産業分類（当時）

の「電子計算機・同関連機器賃貸業」、「事務用機

械器具（除電算機等）賃貸業」及び「貸自動車業」

の３部門と「不動産賃貸業」については、「所有者

主義」により推計し、「各種物品賃貸業」及び「産

業用機械器具賃貸業」に該当する範囲は、「使用者

主義」により推計してきた。 

（注２） 物品賃貸には、「オペレーティング・リース」と

「ファイナンス・リース」の２つの形態がある。 

オペレーティング・リースは、一般的にイメー

ジされる賃貸であり、機械又は設備の耐用年数よ

りも短い期間について賃貸するものである。これ

は、所有者（貸し手）が使用者（借り手）に対し

て、物品賃貸というサービスを提供する（その一

環として、機械又は設備の維持・修理の責任を負

うことが多い。）という生産活動の一形態であり、

国内生産額は、使用者が所有者に支払う賃借料で

評価される。 

これに対して、ファイナンス・リースは、「リー

ス契約に基づくリース期間の中途において当該契

約を解除することができないリース取引又はこれ

に準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づ

き使用する物件からもたらされる経済的利益を実

質的に享受することができ、かつ、当該物件の使

用に伴って生じるコストを実質的に負担すること

となるリース取引」（リース取引に関する会計基準

（企業会計基準第13号）第５項）とされている。 

我が国では、平成20年のリース取引に関する会

計基準の変更に伴い、ファイナンス・リースの会

計処理が、原則、賃貸借から売買に変更され、同

じ物品賃貸業の中でも、会計上の取扱いが分かれ

ることとなった。しかし、基礎統計上の制約から、

取引基本表では、ファイナンス・リースについて

も、引き続き、物品賃貸業の活動として扱い、物

品賃貸業全体として、「所有者主義」で計上して

いる。 

図１－14 使用者主義と所有者主義の表章形式 

 

(7) 非市場生産者の活動 

ア 政府及び独立行政法人等が行う活動は、第１部

第３章の〔別表４〕のとおり、「生産活動主体分類」

によって、①非市場生産者（一般政府）、②非市場

生産者（対家計民間非営利団体）、③市場生産者に

大別されるが、①及び②については、コスト構造

や活動資金の源泉といった面で、一般の産業と大

きく異なっている。そのため、特殊な扱いを行っ

ている。 

詳細は、第１部第３章の〔別表４〕「４ 計数の

取扱い等」を参照のこと。 

イ 私立学校などが該当する「学校教育（私立）」や、

学術団体などが該当する「対家計民間非営利団体」

など、基本分類に★の符号が付されている部門も、

生産活動主体分類上、非市場生産者（対家計民間

非営利団体）として扱われる部門であり、これら

の部門についても、次のとおり、特殊な扱いを行

国内生産額 100

雇用者所得 50

営業余剰 15

資本減耗引当 20

例：Ａ部門が物品賃貸業からリース料100単位で産
  業機械のリースを受けている場合

物品賃貸業 100

営業余剰 (65)

資本減耗引当 (20)

国内生産額 (100)

② 所有者主義 （機械の所有者を物品賃貸業として
 記述）

※ 通常のサービスの購入と同じ表章形式になる。

Ａ部門 物品賃貸業

機械修理 15

Ａ部門

機械修理 (15)

① 使用者主義 （あたかもＡ部門が自己所有の機械
 を使用しているように記述）

※ Ａ部門の本来的な活動コストのほかに、リース会社のコ
 ストが上乗せされる。
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っている（図１－15を参照）。 

① 国内生産額は、生産コストの総額をもって計

測し、営業余剰は計上しない。 

② 産出先は、当該部門のサービス活動に対して

支払われた料金相当額を、その負担部門（つま

り、料金を支払った産業又は家計の列部門）に

計上し、残りの額を当該行部門と「対家計民間

非営利団体消費支出」との交点に計上する。 

③ 「自然科学研究機関（非営利）★」、「人文・

社会科学研究機関（非営利）★」の産出先につ

いては、当該部門のサービス活動に対して支払

われた料金相当額をその負担部門に、研究・開

発への支出額を「国内総固定資本形成（民間）」

に計上し、残りの額を当該行部門と「対家計民

間非営利団体消費支出」との交点に計上する。 

図１－15 非市場生産者（対家計民間非営利団体）

の活動の表章形式 

 

家計消費
支出

対家計民間
非営利団体
消費支出

国内
生産額私立大学

例 ： 私立大学が 100の経費を支出している場合で、それに
対応する収入のうち、授業料収入が 60となっている場合

物品１ 10

物品２ 10

私立大学

国内生
産額

100

40 100

80

0

60

雇用者
所得

営業余剰
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〔参考〕 

産業連関表（取引基本表）と国民経済計算と

の相違 

 

我が国の取引基本表は、68ＳＮＡとの整合性を図る

一環として、昭和50年表から68ＳＮＡの概念を、平成

７年表から93ＳＮＡの概念を段階的に取り入れきた。

平成27年表では、2008ＳＮＡの概念を順次取り入れる

（これらの対応状況については、第１部第３章の〔別

表１〕を参照）。ここでは、取引基本表と平成28年に平

成23年基準改定を行った「国民経済計算」（2008ＳＮＡ

準拠）との主な相違点を示す。 

(1) 屑・副産物 

取引基本表では、原則として屑・副産物の発生を

マイナス投入方式で処理するため、商品別の生産額

に影響が生じない（第１章10(3)ア①を参照）。一方、

国民経済計算では、生産過程で生じた屑・副産物が

当該財貨・サービスの生産額に含まれているため、

国民経済計算の財貨・サービス別の国内生産額は、

取引基本表の屑・副産物分（内生部門発生分）だけ

大きくなる。 

また、取引基本表では、「再生資源回収・加工処理」

を部門として設け、回収・加工に係る経費を計上し

ているが、国民経済計算では、「再生資源回収・加工

処理」が部門として設けられていない。 

(2) 事務用品、自家輸送 

取引基本表では、作表・分析上の観点から、「事務

用品」、「自家輸送（旅客自動車）」及び「自家輸送

（貨物自動車）」を仮設部門として設けている。一方、

国民経済計算では、事務用品、自家輸送を部門とし

て設けられておらず、他の各投入部門に割り振られ

ている。 

(3) 家計外消費支出 

取引基本表では、「家計外消費支出」を外生部門で

ある最終需要及び粗付加価値にそれぞれ計上してい

るのに対し、国民経済計算は、家計外消費支出を各

経済活動の生産活動に直接必要とする経費として中

間消費（内生部門）に計上している。 

(4) 対外取引 

取引基本表と国民経済計算における対外取引の範

囲は、図１－16に示すとおりである。国民経済計算

では、海外からの要素所得（雇用者報酬等）の受取

と海外への要素所得の支払が含まれているが、取引

基本表は「国内概念」であるため、これらを含まな

い。このほか、次のような相違点がある。 

ア 関税及び輸入品商品税 

取引基本表では、関税及び輸入品商品税を輸入

部門に計上しており、各商品の輸入額にこれらを

付加した額が各需要先部門に産出される。一方、

国民経済計算では、これらは「生産・輸入品に課

される税」（間接税）として扱われており、付加価

値部門に計上されている。その際、間接税は、税

を直接支払った経済活動別に計上することを原則

としているが、その配分が困難なため、「輸入品に

課される税・関税」として、付加価値部門に一括

計上されている。 

イ 輸出入品価格 

取引基本表では、輸出品の価格はＦＯＢ価格で

評価し、輸入品の価格はＣＩＦ価格で評価してい

るが、国民経済計算では、輸出品、輸入品ともに

ＦＯＢ価格で評価されている。 

ウ 産業財産権等使用料 

産業財産権等使用料の受払について、取引基本

表では、記録の対象外とする一方、平成23年基準

の国民経済計算では、サービスの純輸出に計上し

ている（後述、(9)参照）。 

(5) 消費税（投資控除） 

消費税納税額については、取引基本表及び国民経

済計算ともに、間接税に含まれている。 

ただし、取引基本表においては、内生部門・外生部

門とも消費税込みの価格で表示している（グロス表示）

が、国民経済計算では、我が国の消費税制度が前段階

課税分の控除を認めていることを踏まえ、課税業者の

投資に係る消費税額については、投資額から一括控除

されている（修正グロス方式という。）。 

(6) 政府及び独立行政法人等の扱い 

政府及び独立行政法人等の諸活動に係る格付け

（非市場生産者（一般政府）、非市場生産者（対家計

民間非営利団体）、市場生産者のいずれかへの区分）

については、取引基本表、国民経済計算とも2008Ｓ

ＮＡの基準に沿って見直したことから、両者の格付

けは基本的に整合している。ただし、ごく一部の機

関（法人を含む。)については、取引基本表上、当該

機関に係る計数を適切に表章できないなどの理由か  
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ら、国民経済計算における格付けと異なる扱いをし

ている（格付けの詳細については、第１部第３章の

〔別表４〕を参照）。 

 

(7) 部門名称の相違 

取引基本表の外生部門（粗付加価値部門と最終需

要部門）の各項目は、図１－17のとおり、国民経済

計算の各項目にほぼ対応しているが、一部において

名称の相違がある。 

(8) 自社開発ソフトウェア 

国民経済計算では、平成17年基準改定から93ＳＮＡ

（2008ＳＮＡも同様）で提唱されている自社内で開発

するソフトウェア（１年を超えて生産に使用すること

が予定されているもの）について、その開発費用から

産出額を推計し、総固定資本形成に計上している。一

方、取引基本表では、該当する費用について、各生産

活動の生産費用に内包されている。 

(9) 特許使用料 

国民経済計算では、平成23年基準改定から、2008Ｓ

ＮＡの研究・開発の資本化に対応することに伴い、特

許実体を研究・開発という固定資産に含まれると扱う

とともに、その使用料の受払については、「特許等サ

ービス」と呼ばれるサービスの供給と使用として扱っ

ている。これにより、海外との使用料（「国際収支統 

図１－17 外生部門の対応関係 

 

【産業連関表】 【国民経済計算】

輸出 財貨・サービスの輸出

(控除）輸入 財貨・サービスの輸入

一般政府消費支出 政府最終消費支出

国内総固定資本形成 総固定資本形成

在庫純増 在庫変動

間接税（関税・輸入品商品税を除く。） 生産・輸入品に課される税

（控除）経常補助金 （控除）補助金

民間消費支出 民間最終消費支出

雇用者所得 雇用者報酬

営業余剰 営業余剰・混合所得

資本減耗引当 固定資本減耗

＜粗付加価値＞ ＜国内総生産（生産側）＞

＜最終需要＞ ＜国内総生産（支出側）＞

（注１） 産業連関表の特殊貿易及び直接購入には、一部、財が含まれる。 

（注２） この図は、国際収支マニュアル第６版（ＢＰＭ６）に準拠した国際収支統計、平成23年基準の国民経済計算及び平成27年の取

引基本表の関係を示したもの。国際収支統計（ＢＰＭ６準拠）では、2014年以降について、サービス収支にＦＩＳＩＭを計上し

ているが、国民経済計算の定義範囲の相違や、過去の計数の利用可能でない等から、国民経済計算では独自にＦＩＳＩＭの海外

取引を推計し、サービスの輸出に記録するとともに、投資所得（利子）の調整を行っている。また、取引基本表においても、独

自にＦＩＳＩＭの海外取引を推計し、特殊貿易に記録する。 

図１－16 国際収支統計、国民経済計算及び産業連関表の対外取引の対象範囲 
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計」の産業財産権等使用料）の受払は、財産所得でな

く、サービスの輸出入に記録される。一方、取引基本

表では、2008ＳＮＡの研究・開発の資本化に対応する

ものの、特許使用料をサービスの生産活動としては扱

わず、記録の対象外としている。 
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第２章 産業連関分析のための各種係数の内容と計算方法 
 

 

第１節 投入係数 

 

１ 投入係数の計算方法 

 

「投入係数（input coefficients)」とは、各列

部門において、１単位の生産を行う際に必要とされ

る原材料等の単位を示したもので、取引基本表の中

間需要の列部門ごとに、原材料等の投入額を当該列

部門の国内生産額で除すことによって得られる係数

である。これを使用することにより、取引基本表で

は金額で表されている産業間の取引関係を比率とし

てみることが可能になる。この投入係数を列部門別

に一覧表にしたものが「投入係数表」である（図２

－２を参照）。 

国民経済を単純化し、部門１及び部門２だけから

なるものと仮定した場合、取引基本表は、図２－１

のように表すことができる。 

図２－１ 取引基本表（概念図） 

 
〔列〕 

部門１ 

〔列〕 

部門２ 
最終需要 

国内 

生産額 

〔行〕部門１ 11x  12x  1F  1X  

〔行〕部門２ 21x  22x  2F  2X  

粗付加価値 1V  2V    

国内生産額 1X  2X    

ただし、次のバランス式が成り立つものとする。 

需給バランス式（総需要と総供給の均衡） 





=++

=++

222221

111211

XFxx

XFxx
 

収支バランス式 





=++
=++

222212

112111

XVxx
XVxx

 

ここで、〔列〕部門１が〔行〕部門１から投入した

額 11x を〔列〕部門１の国内生産額 1X で除した値を

11a とすれば、 11a は〔列〕部門１の生産物を１単位

生産するために必要な〔行〕部門１からの投入額を

表す。 

1

11
11 X

xa =  ································· ① 

同様に、 12121 Xxa = は、〔列〕部門１がその生産

物を１単位生産するために〔行〕部門２から投入し

た原材料等の額を表している。 

中間投入と同様に、〔列〕部門１の粗付加価値 1V

をその国内生産額で除して、 111 XVv = を定義できる。 

この場合、粗付加価値 1V が、〔列〕部門１の労働

や資本など投入額を意味するから、 1v はそれら生産

要素の投入原単位を示していると考えることができ

る。 

以上の計算を〔列〕部門２についても同様に行う

と、図２－２のような投入係数表を求めることがで

きる。 

図２－２ 投入係数表（概念図） 
 

 

j

j
j

j

ij
ij

X
V

v

X
x

a

=

=

 

 

投入係数表は、各列部門において、それぞれ１単

位（注）の生産を行うために必要な原材料等の大きさ

を示したものであり、粗付加価値部分を含む投入係

数の和は、各列部門とも定義的に1.0となる。 

（注） ここでいう「単位」は、本来、重量、個数等の物量

単位であることが望ましいが、産業連関表は単位の異

なる様々な商品を統一的に記述するため、金額によっ

て表示しており、そこから計算される投入係数は、対

象年次の価格で評価された金額ベースの投入係数であ

る。 

ところで、今、Ａ商品100円を生産するためにＢ商

品を50円投入したとする。もし、全ての商品の価格

が数量×単価で表せるものとすると、これは、「１円

で買えるＡ商品」100個を生産するために、「１円で

買えるＢ商品」50個を投入したと考えることができ

る。全ての産業の生産数量を１円（又は１ドル、100

万円等の同一金額）価値相当の数量を単位として、

その物量を評価し、各産業の生産単位を比較可能に

したものを「円価値単位」の産業連関表という。そ

のとき基準年の「円価値単位」による評価は名目金

額そのものとなり、比較年に基準年の「円価値単位」

を適用すれば、基準時表の円価値相当で評価した

「実質評価」となる。 

 〔列〕 

部門１ 

〔列〕

部門２ 

〔行〕部門１ 11a  12a  

〔行〕部門２ 21a  22a  

粗付加価値 1v  2v  

国内生産額 1.0 1.0 

（注） 
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２ 投入係数の意味 

 

(1) 投入係数による生産波及の測定 

次に、投入係数がどのような意味を持っているかに

ついて、前記１の図２－１及び図２－２を用いて考え

てみることとする。 

今、部門１に対する需要が１単位だけ増加したもの

とすると、部門１は、その１単位の生産を行うために、

当然、原材料等が必要となり、部門１は、その投入係

数に従って、部門１及び部門２に対して、それぞれ

11a 単位及び 21a 単位の原材料等の中間需要を発生させ

る。これが第１次の生産波及である。そして、需要を

受けた部門１及び部門２は、それぞれ 11a 単位及び 21a

単位の生産を行うに当たって、更にそれぞれの投入係

数に従って第２次の生産波及を引き起こす。このよう

な生産波及の過程は、無限に続けられ、その結果とし

ての究極的な各部門の国内生産額の水準は、これら生

産波及の総和として計算することができる。 

このように投入係数は、ある部門に対して一定の最

終需要が発生した場合、究極的にみて各部門の生産を

どれだけ誘発するかを測定する鍵となるものである。 

しかし、実際の計算において、生産波及の各過程を

その都度追跡し、計算することは事実上不可能であり、

また、現実的でもない。そこで、このような生産波及

の計算を簡略化するために、後述する逆行列係数が用

意されるが、その前提として、まず、生産波及の過程

について述べることとする。 

(2) 生産波及の数学的計算 

前記１の図２－１におけるヨコ（行）方向の需

給バランス式は、次のとおりである。 
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=++

222221

111211

XFxx

XFxx
 ·················· ② 

①式と同様に 21a 、 12a 、 22a を計算して②式に代

入して変形すると、 
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=++

22222121

11212111

XFXaXa
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 ················ ③ 

となる。 

③式にみられるとおり、最終需要と国内生産額

との間には、一定の関係が存在しており、その関

係を規定しているのが「投入係数」ということに

なる。 

また、③式を行列表示すると 
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+
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X
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F
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となる。このとき、 





=

2221

1211

aa
aa

A  

を投入係数行列という。 

③式の連立方程式の最終需要 1F 及び 2F に具体的

な数値を与えれば、これを解くことによって、最

終需要を過不足なく満たすための国内生産額を求

めることができる。この計算により、前記(1)で述

べたような生産波及効果の結果としての部門１及

び部門２の国内生産額の水準を計算したことにな

る。 

ある部門に対する需要の増加は、その部門が生

産を行うに当たって原材料、燃料等を各部門から

投入する必要があるため、その部門だけではなく

他部門の生産にも影響を及ぼし、それがまた自部

門に対する需要となって返ってくるという生産波

及効果をもたらす。③式は、このような生産波及

効果の累積結果を計算し得る仕組みを示したもの

であり、これが投入係数を基礎とする産業連関分

析の基本となる考え方である。 

しかし、この考え方には、次に述べるような投

入係数の安定性という前提が置かれていることを

忘れてはならない。投入係数が常に変動している

とすれば、最終需要と国内生産額との間に一義的

な関係を求めることができないからである。 

 

３ 投入係数の安定性 

 

(1) 生産技術水準の不変性 

産業連関分析においては、投入係数によって表

される各財・サービスの生産に必要な原材料、燃

料等の投入比率は、分析の対象となる年次と作表

年次の間において大きな変化がないという前提が

置かれている。 

投入係数は、端的に言えば、ある特定の年次に

おいて採用されていた生産技術を反映したもので

あり、生産技術が変化すれば、当然に投入係数も

変化することも考えられる。 

通常、短期間に大幅な生産技術の変化は考えら

れないが、技術革新のテンポの早い国においては、

分析の対象となる年次が作表の対象となった年次

から離れるにしたがって何らかの方法で投入係数

の変化についての情報を得て、修正の上、利用す

ることも必要となる。 
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(2) 生産規模に関する一定性 

各部門は、それぞれ生産規模の異なる企業、事

業所群で構成されているが、同一商品を生産して

いたとしても、生産規模が異なれば、当然に生産

技術水準の相違、規模の経済性などにより、投入

係数も異なったものとなることも考えられる。 

しかし、産業連関表は、作表の対象となった年

次における生産規模のいわば平均的生産構造を示

したものであり、産業連関分析においては、各部

門に格付けされた企業、事業所の生産規模は、分

析の対象となる年次と作表年次の間において大き

な変化がないという前提が置かれている。 

(3) 投入係数の変動要因 

産業連関分析では、対象年次と作表年次の期間

においては投入係数に大きな変化がないという仮

定が置かれているが、実際には前述した(1)及び

(2)以外にも次のような要因により、時間の経過と

ともに変化する。 

ア 相対価格の変化 

取引基本表における各取引の大きさは、作表

年次の価格で評価されているため、それぞれの

財・サービスの相対価格が変化すると、技術構

造が一定であったとしても、投入係数が変化す

る。 

時系列比較を行う場合には、このような相対

価格の変化による影響を除去した固定価格評価

による接続産業連関表が必要となる。 

イ プロダクト・ミックスの変化 

同一部門に投入構造や単価の異なったいくつ

かの商品が格付けられている（これをプロダク

ト・ミックスという。）場合には、それぞれの投

入構造や単価に変化がなくても、部門内の商品

構成が変化すれば、その部門全体としての投入

係数が変化することとなる。 

 

第２節 逆行列係数 

 

１ 逆行列係数の意味と計算方法 

 

ある部門に一定の最終需要が発生した場合に、そ

れが各部門に対して直接・間接にどのような影響を

及ぼすのかを分析するのが、産業連関分析の最も重

要な分析の一つであり、その際に重要な役割を果た

すのが各部門の投入係数であることは、前述したと

おりである。 

今、仮に部門１及び部門２だけの国民経済を考え

た場合、第１節で述べたように、最終需要が与えら

れれば、次の連立方程式を解くことによって、部門

１及び部門２の国内生産額の水準を計算することが

できる。 
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XFXaXa

XFXaXa
 ················· ③ 

しかし、このように２部門だけであれば計算も容

易であるが、実際の部門数は、統合中分類の場合で

あっても107あり、その都度③式のような連立方程式

を解くことは現実的ではない。 

そこで、もし、ある部門に対する最終需要が１単

位生じた場合、各部門に対してどのような生産波及

が生じ、部門別の国内生産額が最終的にはどれだけ

になるかを、あらかじめ計算しておくことができれ

ば、分析を行う上で非常に便利である。このような

要請に応えて作成されるのが「逆行列係数表」であ

る。 

そこで、前記③式の行列表示 
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最終需要の列ベクトル

投入係数の行列

 

とすると、 

XFAX =+  ······························ ③’’ 
となる。これを X について解くと、 
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( ) FAIX

FXAI
FAXX
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となる （ 注 ） 。ここで I は単位行列、 ( ) 1−− AI は

( )AI − の逆行列であり、 

( )
1

2221

12111

1
1 −

−








−−
−−

=−
aa
aa

AI  

この行列の成分を「逆行列係数」と呼ぶ。これを

一つの表にまとめたものが、「逆行列係数表」であり、

各部門に対する１単位の需要増があった場合、究極

的にみて、どの部門の生産がどれだけ誘発されるか

を示す。逆行列係数を一度計算しておけば、③式の

連立方程式をその都度解くまでもなく、ある部門に

対する最終需要を与えれば、直ちにその最終需要に

対応する各部門の国内生産額を計算することが可能

となる。 

（注） 任意の最終需要 F (非負）に対して③”式が非負の

解を持つためには、行列 AI − の全ての主座小行列式

が正であること（ホーキンス・サイモンの条件）が必

要十分であり、また、 AI − の全ての主座小行列式が

正であるためには、 

( )n,,,ja
n

i
ij 211

1
=<∑

=

 

すなわち、投入係数の列和がすべて１未満であること

（ソローの条件）が十分条件である。 

なお、第１節で述べた投入係数は、ある一つの

財・サービスを１単位だけ生産する場合、直接必要

となる原材料等の量を示しているが、逆行列係数は、

ある部門に対して１単位の最終需要があった場合の、

各部門に対する直接・間接の究極的な生産波及の大

きさ（注）を示している。 

（注） 逆行列係数を生産誘発との関係でみると、ある部門、

例えば「農林漁業」に１単位の最終需要が発生すると、

それを満たすためには、まず「農林漁業」自身の生産

を１単位増加させなければならない（直接効果）。 

また、この「農林漁業」自身の生産増のために他部

門の生産も増加し、この影響で「農林漁業」の生産も

更に追加的に増加する（間接効果）。その結果、「農林

漁業」の生産増は、１単位以上になるのが普通である。

このため自部門の生産増加の程度を示す逆行列係数表

の対角要素は、１を超えるのが普通である。 

また、逆行列を B ､その対角要素を iib とし、 i 番目

の要素が１で他の要素が0である列ベクトルを iu で表

せば、 
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となることからも、逆行列 B の第 i 列のベクトルが、

i 部門に１単位の最終需要が発生した場合の各部門の生

産増加単位を表すことが分かる。（上に述べた理由によ

り 1≧iib ）。 

逆行列 B の第 i 列を合計した列和は第 i 部門の生産

誘発係数に相当する（第３節を参照）。 

 

２ 逆行列係数の類型（輸入の扱い） 

 

産業連関表を用いて生産波及の分析を行う場合に

は、輸入をどのように取り扱うかが大きな問題とな

る。前記１の③’’から導いた逆行列 ( ) 1−− AI は、輸入

を考えない単純なモデルに基づくものである。しか

し、実際の経済では、全ての商品が国産品のみで賄

われることは少なく、各種の商品が輸入され、産業

や家計等において国産品と合わせて消費されている

のが実態である。 

輸入を明示した取引基本表の概念図は、図２－３

のとおりである。 

表をヨコにみると中間需要𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖、最終需要𝐹𝐹𝑖𝑖とも輸

入分を含んだ供給となっているので、輸入分をマイ

ナスで表示することにより、ヨコの内訳合計が国内

生産額に一致するようになっている。 

図２－３ 取引基本表（輸入を明示した概念図） 
 

 部門１ 部門２ 最終需要 輸入 国内生産額 

部 門 １ 11x  12x  1F  1M−  1X  

部 門 ２ 21x  22x  2F  2M−  2X  

粗付加価値 1V  2V     

国内生産額 1X  2X     

投入係数に輸入分が含まれるということは、最終

需要によってもたらされる波及効果のすべてが、国

内生産の誘発という形で現れるものではなく、その

一部は輸入を誘発するということを意味する。 

逆に言えば、国内生産に対する誘発を正確に求め

るためには、輸入誘発分を控除しておかなくてはな

らない。 

そのため、我が国では、輸入品の投入を考慮した
1)( −−− 〕〔 AM̂II 型の逆行列係数が一般的に利用されて

いるが、これを含め、逆行列係数には、以下の(1)か

ら(3)に説明するように、いくつかの型がある。 

(1) ( ) 1−− AI 型 

このタイプは、輸入額が外生的（国内の生産活

動の大小に関係なく変動するものとする考え方）

に与えられるとするモデルでもある。 

図２－３の需給バランス式は、次のように表さ

れる。 
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=−++
=−++

222222121

111212111

XMFXaXa
XMFXaXa

 ············ ④ 

これを行列表示すると 

XMFAX =−+  ······················· ④ ’ 
となる。 

これは、「競争輸入型」のモデルであって、中間

需要 AX 及び最終需要 F の中には一定の輸入が含

まれている。これを X について解くと、 

( )
( ) ( )MFAIX

MFXAI
MFAXX

−−=∴

−=−
−=−

−1

 

となる。 

このモデルでは、最終需要とともに輸入額につ

いても、外生的に決定されるものとなっているが、

輸入は、特別な場合を除き、国内の生産活動によ

って誘発される性格のものであり、内生的に決定

されるものと考えるのが自然である。そのため、

この型は、一般的な経済波及効果分析では、あま

り利用されていない。 

(2) 1)( −−− 〕〔 AM̂II 型 

最終需要 F を国内最終需要 Y と輸出 E とに分

離したものである。すなわち、 

EYF +=  

とし、これを前記④’式に代入し、需給バランス式

を次のように表す。 

XMEYAX =−++  ····················· ⑤ 

産業連関表では、輸出について、通過取引（注）

を計上しないものとして作表している。したがっ

て、概念上、輸出には輸入品は含まれないものと

して扱われる。そこで、行別輸入係数を次のよう

に定義する。 

∑ +
=

j
ijij

i
i YXa

Mm  

すなわち、 im は i 商品の国内総需要に占める輸

入品の割合、輸入依存度を表し、 im−1 が自給率を

表すことになる。 

⑤を i 行について記せば、 

∑ =−++
j

iiiijij XMEYXa  ··············· ⑥ 

輸入係数の定義から 









+= ∑

j
ijijii YXamM  ··················· ⑦ 

⑦を⑥に代入して整理すると、 

( ) ( ) iii
j

jijii EYmXamX +−=−− ∑ 11  ········ ⑧ 

輸入係数𝑚𝑚𝑖𝑖を対角要素とし、非対角要素を0とす

る対角行列を M̂ 、すなわち 
















=

nm

m
M̂

0

01

  

とすれば、⑧より次が得られる。 

EYM̂IXAM̂II +−=−− )()( 〕〔  ·········· ⑨ 

⑨から 

〕〔〕〔 EYM̂IAM̂IIX +−−−= − )()( 1
 ········ ⑩ 

となり、国内最終需要Y と輸出 E を与えることに

より、国内生産額 X を求めることができる。 

ここで AM̂I )( − は、輸入品の投入比率が中間需

要、最終需要を問わず、全ての部門について同一

であると仮定した場合の国産品の投入係数を示し、

また YM̂I )( − は、同様の仮定の下で国産品に対す

る国内最終需要を表している。言い換えれば、品

目ごと（行別）の輸入比率（輸入係数）が全ての

産出部門について同一と仮定した時の「競争輸入

型」モデルである。 

我が国では、一般的にはこのモデルによる逆行

列係数表が利用されている。 

（注） 「通過取引」とは、輸入した商品について、国

内で加工することなく、そのまま輸出すること、

つまり、商品が国内を通過するだけの取引をいう。 

(3) 1−− ）（ dAI 型 

このモデルによる逆行列係数は、「非競争輸入型」

のモデルによるものであり、輸入品の投入比率が

部門によって異なる場合の分析を行うことができ

る。 

非競争輸入型の取引基本表を単純化して図２－

４のように表す。 

図２－４ 取引基本表（非競争輸入型の概念図） 
 

  部門１ 部門２ 最終需要 輸入 国内生産額 

国

産 

部門１ dx11
 dx12

 dF1
 － 1X  

部門２ dx21
 dx22

 dF2
 － 2X  

輸

入 

部門１ mx11
 mx12

 mF1
 1M−  － 

部門２ mx21
 mx22

 mF2
 2M−  － 

粗付加価値 1V  2V     

国内生産額 1X  2X     
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ここで、 

m
i

d
ii

m
ij

d
ijij

FFF

xxx

+=

+=
 

である。 

また、国産品の需給バランス式（ヨコ方向のバ

ランス式）は、次のとおりとなる。 







=++

=++

222221

111211

XFxx
XFxx

ddd

ddd

 ··················· ⑪ 

ここで、国内中間財の投入係数を、 

j

d
ijd

ij X
x

a =  

とすれば、⑪式は次のように変形される。 







=++

=++

22222121

11212111

XFXaXa
XFXaXa

ddd

ddd

 ·············· ⑪ ’ 

これを行列表示すると、 

XFXA dd =+  ························ ⑪’’ 

これが「非競争輸入型」のモデルであり、中間

需要 XAd 及び最終需要 dF はいずれも国産品に対

するものであり、輸入品は含まれていない。 

⑪’’を X について解くと、 

( )
( ) dd

dd

dd

FAIX

FXAI
FXAX

1−
−=∴

=−

=−

 

となり、国産品に対する最終需要 dF を与えれば、

国内生産額 X の水準を求めることが可能である。 

なお、競争輸入型モデルとの関係は、次のよう

なものとなっている。すなわち、輸入品に対する

投入係数の行列 mA 、輸入品に対する最終需要の列

ベクトルを mF とすれば、 

md

md

FFF
AAA

+=

+=
 

となる。これを用いて需給バランスを求めると 

( ) ( ) MXFFXAA mdmd +=+++  

となる。これが競争輸入型モデルの基本式である。 

実体経済においては国産品と輸入品の投入割合

は、部門によって異なるのが普通であり、このモ

デルによる逆行列係数は、こうした状況を反映し

たモデルである。この型の逆行列係数を、
1)( −−− 〕〔 AM̂II 型と比較してみると、部門によって

は、かなり数値が異なる場合もある。 

関係府省庁の共同事業により作成する産業連関

表では、投入・産出を国産品と輸入品に分けて把

握できるようにしており、二つのタイプの逆行列

表を使用できる。したがって、どちらの型を使う

かについては、分析目的や、作表のために置いた

仮定との整合性を勘案して選択することとなる。 

 

３ 影響力係数と感応度係数 

 

(1) 影響力係数  

逆行列係数表の各列の数値は、その列部門に対

する最終需要（すなわち、国産品に対する需要）

が１単位発生した場合において、各行部門におい

て直接・間接に必要となる生産量を示し、その合

計（列和）は、その列部門に対する最終需要１単

位によって引き起こされる産業全体に対する生産

波及の大きさを表す。 

この部門別の列和を列和全体の平均値で除した

比率を求めると、それは、どの列部門に対する最

終需要があったときに、産業全体に与える生産波

及の影響が強いかという相対的な指標となる。こ

れが「影響力係数」と言われるものであり、次の

式によって計算される（図２－５を参照）。 

 

B
b j*=

=
体の平均値逆行列係数表の列和全

逆行列係数表の各列和
部門別影響力係数

 

ただし、 

∑∑∑

∑

==

=

j i
ij

j
j*

i
ijj*

b
n

b
n

B

bb

11  

なお、逆行列係数の列和は、中間投入率が高い

程、大きくなる傾向があり、かつ、中間投入には

同一部門間取引である「自部門投入」（列部門と同

じ行部門からの投入）が含まれ、それが中間投入

率を大きく左右する。そこで、「影響力係数」の計

算に当たっては、「自部門投入」を除く方法もある。 

上式の影響力係数を、第１種影響力係数という

が、自部門への直接効果1.0を除いた間接効果だけ

を対象とするものを第２種影響力係数、自部門へ

の影響を完全に除去し、他部門への影響度合だけ

を対象とするものを第３種影響力係数という。 

(2) 感応度係数 

逆行列係数表の各行は、表頭の列部門に対して
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それぞれ１単位の最終需要があったときに、その

行部門において直接・間接に必要となる供給量を

表しており、その合計（行和）を行和全体の平均

値で除した比率は、各列部門にそれぞれ１単位の

最終需要があったときに、どの行部門が相対的に

強い影響力を受けるかという相対的な指標となる。

これが「感応度係数」と言われるものであり、次

の式によって計算される（図２－５を参照）。 

B
b*i=

=
体の平均値逆行列係数表の行和全

逆行列係数表の各行和
部門別感応度係数

 

ただし、 

∑∑∑

∑

==

=

i j
ij

i
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j
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b
n

b
n

B

bb

11  

上式の感応度係数を、第１種感応度係数という

が、「感応度係数」についても「影響力係数」と同

様に、「自部門投入」を除く方法がある。この場合、

影響力係数と同様に、第２種感応度係数と第３種

感応度係数が定義できる。 

なお、影響力係数及び感応度係数とも、逆行列

係数を基本としていることから、部門統合の仕方

や逆行列のタイプの違いで結果が異なるので注意

を要する。 

図２－５ 逆行列係数表（概念図） 

 1 2 3   n  行 和 感応度係数 

1 11b  12b  13b   nb1  *b1  Bb*1  

2 21b  22b  23b   nb2  *b2  Bb *2  

3 31b  32b  33b   nb3  b3  Bb *3  

        

        

        

        

n  1nb  2nb  3nb   nnb  *nb  Bb *n  

列 和 1*b  2*b  3*b    n*b  ∑
∑
= j*

*i

b

b
  

影響力 

係 数 B
b*1  

B
b*2  

B
b*3    

B
b n*    

  

第３節 最終需要と国内生産額との関係 

 

１ 最終需要項目別生産誘発額 

 

内生部門の各行部門は、中間需要部門（各生産部

門）及び最終需要部門に財・サービスの供給を行っ

ているが、内生部門の生産活動は、究極的には、最

終需要を過不足なく満たすために行われているので

あり、その生産水準は、各最終需要の大きさによっ

て決定される。すなわち、産業連関表では、競争輸

入型モデルで、輸入が国内需要に比例している場合

は、逆行列係数を介して、次のような関係が存在し

ている。 

最終需要額逆行列国内生産額

〕〔〕〔 EYM̂IAM̂IIX +−−−= − )()( 1

 

ここで最終需要 ）（F は、大別すれば、国内最終需要

）（Y である①家計外消費支出、②民間消費支出、③一

般政府消費支出、④国内総固定資本形成及び⑤在庫

純増並びに⑥輸出 ）（E の６項目からなっているが、各

部門の国内生産額が、どの最終需要項目によってど

れだけ誘発されたものであるのか、その内訳をみた

のが「最終需要項目別生産誘発額」である。 

これは、国内生産額の変動が、最終需要のどの項

目によってもたらされたものであるのかを分析する

ための一つの指標となるものであり、次のようにし

て計算される。 

前述のように最終需要ベクトル𝐹𝐹は国内最終需要ベ

クトル𝑌𝑌と輸出ベクトル𝐸𝐸Rに分解される。さらに、国

内最終需要ベクトル𝑌𝑌を各国内最終需要項目（民間消

費支出、国内総固定資本形成等）ベクトルに分解する。 

NYYYYY ++++= 321  

各国内最終需要項目によって誘発される生産額ベ

クトルを kX で表せば、 

N,,,kYM̂IAM̂IIX kk 21)()( 1 =−−−= −〕〔  

輸出 E によって誘発される生産額ベクトルは、 

EAM̂IIX E
1)( −−−= 〕〔  

となり、各最終需要項目別生産誘発額の和が、国内

生産額であるから、 

E

N

k
k XXX +=∑

=1
 

が成立する。 

逆行列として 1−− ）（ dAI を使用することももちろん

可能であり、その場合、右辺に乗ずる最終需要ベク

トルは国産品に対する最終需要 ）（ dF になる。 
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２ 最終需要項目別生産誘発係数 

 

最終需要項目別生産誘発額を、それぞれ対応する

項目の最終需要の合計額で除した比率を「最終需要

項目別生産誘発係数」と言う。 

すなわち、 

（国内最終需要項目）

N,,,k
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X
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とすれば、国内最終需要項目 k 及び輸出による部門 i
の生産誘発額は、それぞれ ikX 、 1+NiX となり、生産

誘発係数は、 
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（輸出）
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1
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と表される（図２－６を参照）。 

これは、ある最終需要項目が合計で１単位（品目

別構成は同じ）だけ増加した場合、各部門の国内生

産額がどれだけ増加するかを示すものとなっている。 

なお、最終需要項目別生産誘発係数を部門につい

て合計したもの、すなわち、 

∑

∑

∑

∑
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=
n

j
j

n

i
Ni

n

j
jk

n

i
ik
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1
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1

1

1 及び  

をもって、生産誘発係数と呼ぶ場合もある。 

図２－６ 最終需要項目別生産誘発係数（概念図） 

  最 終 需 要 項 目 

  1 2 3       N  1+N  

部 
 
 
 
 

門 

1 最終需要項目別生産誘発係数 

2 





































∑∑
=

+

=

n

j
j

Ni
n

j
jk

ik

E

X

Y

X

1

1

1

 

3 

 

 

n  

合 計        
 

(注) 1+Niik X,X  ：最終需要項目別生産誘発額 

 ∑∑
==

n

j
j

n

j
jk E,Y

11
 ：項目別最終需要額の合計値 

 

３ 最終需要項目別生産誘発依存度 

 

部門ごとの生産誘発額の項目別構成比を「最終需

要項目別生産誘発依存度」という。各部門の国内生

産額が、どの最終需要の項目によってどれだけ誘発

されたのか、そのウェイトを示したものである（図

２－７を参照）。 

 

図２－７ 最終需要項目別生産誘発依存度（概念図） 

  最 終 需 要 項 目 合 

計   1 2 3       N  1+N  

部 
 
 
 
 

門 

1 最終需要項目別生産誘発依存度 

1.0 

2 
















 +

i

Ni

i

ik

X
X

X
X 1  

3 

 

 

n  
 

(注) 1+Niik X,X  ：最終需要項目別生産誘発額 

 iX  ：生産誘発額の合計値（国内生産額） 
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第４節 最終需要と粗付加価値との関係 

 

各部門の国内生産額は中間投入額と粗付加価値額と

で構成されているが、国内生産額は最終需要によって

誘発されるものであるので、その一部である粗付加価

値額も同様に最終需要によって誘発されるものと考え

ることができる。 

すなわち、第３節で述べた国内生産と最終需要との

関係式を粗付加価値と最終需要についても同様に適用

することができる。 

各産業部門（列部門）の粗付加価値額を当該列部門

の国内生産額で除した比率を粗付加価値率という。生

産物１単位当たりの粗付加価値であり、これを要素と

する対角行列を v̂ とする。 

 

 

 

 

 

 

すなわち、𝑉𝑉を粗付加価値額からなるベクトルとすれば、 

XvV ・ˆ=  

である。 

したがって、第３節で述べた需給バランス式を粗付

加価値について示すと、 

〕〔〕・〔 EYMIAMIIvV +−−−= − )ˆ()ˆ(ˆ 1  

である。この式を用いて、生産誘発と同様に、 

① 粗付加価値誘発額 

② 粗付加価値誘発係数 

③ 粗付加価値誘発依存度 

が定義される。 

生産誘発係数と粗付加価値誘発係数とを比較して特

徴的なことは、生産誘発係数の場合、最終需要項目の

中で大きな値を示していた「輸出」及び「国内総固定

資本形成」が、粗付加価値誘発係数の場合はともに

「消費」に比べて小さい点である。このことは、景気

拡大のいわゆるカンフル剤としては公共投資の追加や

輸出が効果的であるが、付加価値レベル（ＧＤＰレベ

ル）では、むしろ消費による刺激の方が効果的である

ことを示している。 

 

第５節 最終需要と輸入との関係 

 

１ 最終需要項目別輸入誘発額、同誘発係数及

び同誘発依存度 

 

ある最終需要が生じたとき、通常その全てが国内

生産によって賄われるものではなく、一部は輸入に

よって賄われる。 

産業連関分析の柱の一つは、ある最終需要が発生

した時、それを起因として誘発される各産業部門の

生産額の大きさを計測することにあるが、同時にそ

れによって誘発される輸入額の大きさを求めること

もできる。その際に必要となるのが各産業部門の輸

入係数であり、最終需要１単位によって誘発される

輸入の大きさは、輸入係数を介して計算される 

我 が 国 に お い て 一 般 的 に 利 用 さ れ て い る
1)ˆ( −−− 〕〔 AMII  型の逆行列係数においては、第２

節２(2)で述べたとおり、産業連関表が通過取引を対

象としない（すなわち輸出の中には輸入は含まれな

い。）ため、輸入係数は、国内需要に対する比率とし

て、次のように定義される。 

 

 

 

････････････････････ ⑫ 

国内生産額 X は、 

〕〔〕〔 EYMIAMIIX +−−−= − )ˆ()ˆ( 1  ･･･････ ⑬ 

であり、⑬について、逆行列 1)ˆ( −−− 〕〔 AMII をB で表

し、⑫式に代入して展開すると、 

YMABEMYMIABMM ˆˆ)ˆ(ˆ ++−=  

ABEMYMMIABMM ˆˆ)ˆ(ˆ ++−= 〕〔  ･･････････ ⑭ 

となる。すなわち、輸入 M は、輸出を除く国内最終

需要によって誘発されるもの（⑭式の右辺第１項）

と、輸出 E によって誘発されるもの（⑭式の右辺第

２項）とに分離される。 

なお、 ABM̂ は、逆行列係数 B に輸入品の投入係数

AM̂ を乗じたものとして理解される。 

輸入が最終需要の各項目によってどれだけ誘発さ

れたのか、その内訳を示したのが「最終需要項目別

輸入誘発額」であり、⑭式にみられるとおり、輸入

M が、 

ABEMYMMIABMM ˆˆ)ˆ(ˆ ++−= 〕〔  

と、分解されることからも明らかなようにそれぞれ
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対応する項目の最終需要額を乗じて計算される。す

なわち、国内最終需要である「家計外消費支出」か

ら「在庫純増」までの、各最終需要項目ベクトルに、

行列 〕〔 MMIABM ˆ)ˆ(ˆ +− を、「輸出」については輸出ベ

クトルに行列 ABM̂ を、それぞれ乗じて求められる。 

最終需要項目別輸入誘発係数及び輸入誘発依存度

については、第３節の生産誘発係数及び生産誘発依

存度と同様の方法で算出されるものであるので、こ

こでは説明を省略する。 

 

２ 総合輸入係数 

 

行列 〕〔 MMIABM ˆ)ˆ(ˆ +− ABM̂、 のそれぞれの列和は、

各産業に「輸出を除く最終需要」及び「輸出」がそ

れぞれ１単位（品目別構成は同じ）発生した場合の

輸入誘発の大きさを表す係数であり「総合輸入係数」

と呼ばれている。 

 

第６節 労働力の産業連関分析係数 

 

１ 労働誘発係数 

 

産業連関表では、既に述べたとおり、国内生産額

と最終需要との間には、逆行列係数を介した次のよ

うな関係があり、最終需要に対する生産誘発係数が

計算できた。 

〕〔〕〔 EYM̂IAM̂IIX +−−−= − )()( 1
 ··········· ⑮ 

X  ：国内生産額 
1)( −−− 〕〔 AM̂II  ：逆行列 

〕〔 EYM̂I +− )(  ：最終需要額 

これを産業連関表の付帯表の一つである雇用表又

は雇用マトリックスに適用することで、労働投入係

数や労働誘発係数ができる。 

まず、雇用表（各列部門について、１年間に生産

活動のために投入した労働の量を、従業上の地位別

に年平均人数で表示した行列。） L の各要素を、その

列部門の国内生産額で除して得られた労働投入係数

の行列を 'L とする。 

この労働投入係数は、単位生産額当たり直接に必

要な労働量を示すものであり、一般的には労働生産

性の逆数に相当する。 

 

 

 

（雇用表 L ） 
 

 
部
門
１ 

部
門
２ 

部
門
３ 

･････ 

部
門
n

 

従 業 者 総 数 11l  12l  13l  ･････ nl1  

個 人 業 主 21l  22l  23l  ･････ nl2  

家 族 従 業 者 31l  32l  33l  ･････ nl3  

      

      

      

国 内 生 産 額 1X  2X  3X  ･････ nX  

（労働投入係数の行列 L′） 
 

 
部
門
１ 

部
門
２ 

部
門
３ 

･････ 

部
門
n

 

従 業 者 総 数 11l′  12l′  13l′  ･････ nl1′  

個 人 業 主 21l′  22l′  23l′  ･････ nl2′  

家 族 従 業 者 31l′  32l′  33l′  ･････ nl3′  

      

      

      

（注）
j

ij
ij X

l
l =′  

ここで、従業者総数及び各従業上の地位のうちの

第 i 番目についての分析を行うものとする。 L の第 i
行をタテに並べたベクトルを iL 、 L′の第 i 行の成分

を対角に並べた行列を iL̂′、すなわち、 



















′

′
′

=′



















=

in

i

i

i

in

i

i

i

l

l
l

L̂,

l

l
l

L

0

0

2

1

2

1


 

として、⑮式を用いると、 

XL̂L ii ′=  

〕〔〕〔 EYM̂IAM̂IIL̂i +−−−′= − )()( 1
 

〕〔 EYM̂IBL̂i +−′= )(  ···················· ⑯ 

ただし、 1)( −−−= 〕〔 AM̂IIB  

となる。 

行列 BL̂i′ の各列は、それぞれの部門に対する最終

需要が１単位増加した場合に、各部門において直

接・間接に必要となる労働力需要の大きさを示すも

のとなっており、この行列 BL̂i′ の成分を通常「労働

誘発係数」と呼んでいる。 
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一方、 BL′ を考えると、各列は、それぞれの部門

に対する最終需要が１単位だけ生じた場合に、直

接・間接に必要となる従業上の地位別の労働力需要

の大きさを示すものであり、これも一種の「労働誘

発係数」と言える。なお、後述する「職業誘発係数」

は、後者の考え方に対応するものである。 

また、国内最終需要Y は、家計消費支出、一般政

府消費支出、国内総固定資本形成等からなり、これを 

NYYYY +++= 21  ························ ⑰ 

のように表せば、⑯、⑰式から 

( ) 〕〔 EYYYM̂IBL̂L Nii ++++−′= 21)(  

BEL̂YM̂IBL̂YM̂IBL̂ iNii ′+−′++−′= )()( 1   ·· ⑱ 

が得られる。右辺の各項は、誘発される労働量の最

終需要項目別内訳となっている。 

ここで、産業連関分析を行う上では、投入係数は安

定的であり、産業連関表の作成対象年と分析対象年と

の間に大きな変化がないという仮定が置かれているが、

労働力の産業連関分析を行う上でも同様であり、労働

投入係数は安定的であるという仮定が置かれている。 

しかし、労働投入係数の場合は投入係数と異なり、

必ずしも安定的であるとは言えない事情がある。例

えば、ある部門の生産額が２倍になったとしても、

産業ロボットの導入や操業度の引き上げ等があった

場合には、労働投入量が必ずしも２倍になるとは限らな

いからである。したがって、労働力の産業連関分析を

行う場合には、操業度や労働生産性の変化について

十分考慮することが必要である。 

 

２ 労働誘発に関する影響力係数と感応度係数 

 

逆行列係数から影響力係数と感応度係数が計算さ

れたように、労働誘発係数の行列 BL̂i′ からも労働誘

発に関する影響力係数と感応度係数が計算される。 

(1) 労働誘発に関する影響力係数 

ある部門の最終需要が１単位だけ増加した場合、

各列部門の労働需要に対してどれだけの影響を与

えることになるのか、その程度を部門間で比較す

る場合に用いられる指標である。 

「労働誘発に関する第１種影響力係数」は、次

式により計算される。 

C
C j=

=
和全体の平均値労働誘発係数行列の列

列和労働誘発係数行列の各

門別第１種影響力係数労働誘発に関する部

 

ただし、 

∑∑ ==

=′=

j
j

i
ijj

iji

C
n

C,CC

CBL̂C
1

〕〔

 

この影響力係数が大きいほど、その部門の最終

需要１単位によって誘発される各部門の労働需要

量が相対的に大きいことを表す。 

この「労働誘発に関する第１種影響力係数」は、

その自部門を含む直接・間接の労働誘発効果を示

すものであるが、逆行列係数から計算したものと

同様、このほかに、自部門への直接効果のみ除き、

他部門に対する労働誘発効果をみた「労働誘発に

関する第２種影響力係数」と、自部門への直接・

間接の影響を完全に除き、他部門に対する労働誘

発効果だけをみた「労働誘発に関する第３種影響

力係数」がある。 

(2) 労働誘発に関する感応度係数 

影響力係数は、労働誘発係数の各列和から計算

されたものであるが、各行和からも同様の方法で

指標を計算することができる。感応度係数と呼ば

れるものであり、そのうちの「労働誘発に関する

第１種感応度係数」は、全ての部門の最終需要が

それぞれ１単位である場合に各部門がどれだけの

労働誘発効果を受けるのか、その程度を部門間で

比較する場合に用いられ、次式により計算される。 

C
Ci=

=
和全体の平均値労働誘発係数行列の行

行和労働誘発係数行列の各

門別第１種感応度係数労働誘発に関する部

 

ただし、 

∑∑ ==
i

i
j

iji C
n

C,CC 1
 

この「労働誘発に関する第１種感応度係数」の

高い部門ほど、労働誘発効果を受ける度合が強い

ということになる。 

なお、「労働誘発に関する影響力係数」と同様に、

労働誘発に関する感応度係数についても、「労働誘

発に関する第２種感応度係数」と「労働誘発に関

する第３種感応度係数」が定義できる。 
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３ 職業誘発係数 

 

産業連関表の付帯表の一つである雇用マトリック

ス（前記１記載の雇用表から得た有給役員を含む雇

用者について、これを更に職業別に表示した行列。）

を用いることにより職業誘発係数が計算できる。 

雇用マトリックス S の各要素をその列部門の国内

生産額で除して得られる職業投入係数の行列を S′と

する。 

（雇用マトリックス S ） 
 

 
部
門
１ 

部
門
２ 

部
門
３ 

･････ 

部
門
n

 

 

職 業 １ 11S  12S  13S  ･････ nS1  

職 業 ２ 21S  22S  23S  ･････ nS2  

職 業 ３ 31S  32S  33S  ･････ nS3  

      

      

      

国 内 生 産 額 1X  2X  3X  ･････ nX   

（注）雇用者には有給役員が含まれる。 

（職業投入係数の行列 S′） 
 

 
部
門
１ 

部
門
２ 

部
門
３ 

･････ 

部
門
n

 

 

職 業 １ 11S′  12S′  13S′  ･････ nS1′   

職 業 ２ 21S′  22S′  23S′  ･････ nS2′   

職 業 ３ 31S′  32S′  33S′  ･････ nS3′   

       

       

       

（注）
j

ij
ij X

S
S =′  

S の行和から成るベクトルを *S とすると、 

〕〔 EYM̂IBSS* +−′= )(  ··················· ⑲ 

ただし、 1)( −−−= 〕〔 AM̂IIB  

行列 BS′ が「職業誘発係数」の行列であり、各部

門の最終需要１単位によって直接・間接に必要とな

る職業別の雇用者数を表している。 

 

 

 

 

４ 最終需要項目別労働誘発係数及び同職業誘

発係数 

 

既に述べたとおり、国内最終需要Y を項目別に分

解し、次のように表せば、 

NYYYY +++= 21  ······················ ⑰ 

BEL̂YM̂IBL̂YM̂IBL̂L iNiii ′+−′++−′= )()( 1   · ⑱ 

が得られる。これにより最終需要項目別の労働誘発

係数が得られ、また、各部門の雇用者又は就業者が

どの最終需要項目にどの程度依存しているかが、い

ずれも従業上の地位別に明らかにされる。 

また、⑲式において、国内最終需要を項目別に分

解すれば、 

BESYM̂IBSYM̂IBSS N
* ′+−′++−′= )()( 1   

となり、特定の最終需要項目によって必要となる職

業別雇用者数（最終需要項目別職業誘発係数）を明

らかにすることができる。 

 

第７節 部門統合の問題 

 

１ はじめに 

 

平成27年表では、行509部門×列391部門の基本分

類による取引基本表を始めとして、それを統合した

統合小分類（187部門）、統合中分類（107部門）、統

合大分類（37部門）及び13部門分類による表の作成

を予定しているが、これ以外にも、利用者がその目

的に即して、独自の部門数の統合分類表を作成する

ことは、統合部門に属する各基本分類の計数を単純

に加算することにより可能である。 

産業連関表をそのまま読み取るだけであれば、ど

のように部門を統合するかは、表章の精粗の問題に

過ぎない。しかし、産業連関表の最も重要な利用方

法は、これから導かれる投入係数や逆行列係数、最

終需要項目別生産誘発係数などを用いて、経済の予

測や特定の経済政策の効果測定、あるいは価格分析

等を行うことであり、産業連関表をこのような目的

で利用しようとする場合には、産業連関表の部門を

どのように設定するかは、極めて重要な問題となっ

てくる。 

すなわち、独自の部門数の統合分類を作るに当た

っては、分析の対象とする部門は独立した部門とし

て設定する一方、扱いやすさ等の観点から、他の部

門は適切に統合することが適当であると考えられる
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が、ここで留意しなければならないことは、産業連

関表を用いて生産誘発効果等を計算（逆行列係数を

算出）する場合、部門の設定の仕方によって、通常、

結果が異なることである。 

このような事実に関しては、産業連関表の創始者で

あるＷ．レオンチェフが、その著書の中で、次のよう

に言及しているところである。 

「投入産出分析のための産業の分類は、技術的同質性

を考慮することによって導かれ（中略）る。統合の問

題は、投入産出行列の列とそれに対応する行の幾つか

を結合することによって、行列の大きさを小さくする

ときに発生する。統合された行列の性質と統合されな

い行列の性質との関係は、統合されている部門の投入

列が統合されない行列内のどんな位置にあるかに依存

している。ある理想的な条件のもとでは、もとの行列

の逆行列を統合したものは統合した行列の逆行列と一

致する。これらの条件が完全にではなく近似的に満た

されるときは、いま述べた一致性はもちろん、ただ近

似的に実現されるに過ぎない。」（「産業連関分析」、新

飯田宏訳、岩波書店、1969、p.119） 

それでは、どのように部門を設定すれば適切に生

産波及効果が計測できるか等、部門統合で注意すべ

き点について、以下にその概略を述べる。 

 

２ 部門統合の理論的側面 

 

(1) ２部門を統合する場合 

投入係数の行列を次のようなものとして、部門

１及び部門２の二つの部門を統合する場合につい

て考察を行うこととする。                   

 

 

 

 

 

ここで部門１及び部門２の国内生産額をそれぞ

れ 1X 及び
2X とし、 

 

 

と定義すれば、部門１及び部門２を統合した場合

の投入係数行列は、次のような行列に表すことが

できる。 

 

 

 

ここで、最終需要を次のように表すこととする。 

 

 

 

 

1)( −− AI  型逆行列のモデルで、任意の最終需

要 F に対して A と
+

A で生産誘発額が一致する場

合の条件を考えてみる。 

まず、部門統合を行う前の投入係数行列を用い

て、最終需要 F に対する１次波及を計算する。

１次波及によって誘発される各部門の国内生産額

をベクトル 1X で表せば、 

 

 

 

･････････････････ ⑳ 

となる。 

次に、部門統合を行った後の投入係数行列
+

Aを

用いて、最終需要に対する１次波及を計算する。 

ここで、 

 

 

 

とする。 

１次波及で誘発される各部門の国内生産額をベ

クトル
+

1X で表せば、 

 

 

 

 

 

 

 

 

･････････････････ ㉑ 

となる。 

ここで、統合の有無にかかわらず、１次波及に

よる生産誘発額が一致する条件は、任意の F につ

いて 

       

   ･････････････････ ㉒ 
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が成立することである。  

⑳式及び㉑式を㉒式に代入し書き換えると、α+β

＝１から、 

 

･････････････ ㉒’ 

       

となる。 

これまでみてきたように、㉒’式は、１次波及

の大きさが部門統合による変化を生じさせないた

めの条件であるが、⑳式の F 及び㉑式の


F を、そ

れぞれ 1X 及び


1X に置き換えることで求められる２

次波及による国内生産誘発額 2X 及び


2X が一致する

ための条件ともなり、結局、究極的な波及の大き

さ（いわゆる「生産誘発額」）が一致するための条

件となる。すなわち、各部門における生産誘発額

が、統合によって変化しないための条件は㉒’式

のとおりで、統合対象となった各部門の投入係数

が、統合後の対応する部門の投入係数と一致して

いることである。換言すれば、生産技術構造を示

す投入係数が同じである場合のみ、統合前と統合

後とでは生産誘発効果に変化は生じないというこ

とになる。 

我が国における産業連関表の部門は、財・サー

ビスの種類に応じたアクティビティ・ベースの分

類となっているが、上に述べた条件は、このアク

ティビティ・ベースの等質性が部門設定の条件で

あることを示したものであり、その意味では、当

初の部門設定の基準や原理を示すものでもある。 

(2) 部門統合に伴う他部門での生産誘発における影響 

次に、部門統合に伴う他部門での生産誘発におけ

る影響について考えてみることにする。ここで、他

部門を特定の部門 l で代表させて考えることにする。 

部門 l への１次波及の大きさが、部門統合を行

う前と後とで一致する条件は、前記㉒式のうち、 

 

となる。これから得られる条件は、 

 

である。すなわち、部門統合の対象となる部門１

及び部門２における部門 l からの投入係数が、相

互に一致している場合には、部門統合の前と後と

で、任意の 終需要による部門 l への１次の生産

波及効果は一致することとなる。しかし、２次以

降の波及効果については、通常、統合の前と後と

では一致しない。 

ここで、特に 

 

が成立する場合、すなわち、考察の対象となって

いる部門 l 以外の部門が、部門 l から全く投入を

行っていない場合には、部門 l 以外の部門をどの

ように統合しても、部門 l に対する生産波及効果

には影響が生じない。 

このような関係を全体的に把握するためには、

投入係数表の行部門及び列部門について、それぞ

れの対応関係を保ちつつ、その順番を入れ替えて、

次のように変形する投入係数表のブロック化が有

効である。 

 

（注）×以外は、全て０である。 

このとき、ある 終需要による波及効果を、例

えばグループⅠにのみ注目して分析する場合には、

グループⅡ、Ⅲ、Ⅳをどのように統合しても、Ⅰ

における誘発効果は一定である。ⅡまたはⅢのグ

ループに関しても同様である。 

また、部門統合の対象となる各部門の 終需要

の相互の比率が、それぞれの国内生産額の比率と

等しい場合、すなわち、 

 ::: 2121  XXFF （なお、 1  ） 

の場合には、 
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となり、 1X を統合したものが
+

1X に一致するこ

ととなる。 

(3) 統合により生産波及に影響を生じさせないため

の条件 

以上のことより、次のようなことが言える。 

① 統合の対象となる各部門の投入係数が、統合

後の部門の投入係数と一致している場合には、

任意の最終需要に関して、その生産波及効果は

完全に一致する。 

② 統合の対象となる部門の、その他の特定部門

からの投入係数が、部門統合の前と後とで一致

している場合には、その特定部門に対する１次

の生産波及効果は、任意の最終需要に関して変

化しない。 

③ ある特定の部門から全く投入を受けていない

部門については、どのように統合しても、その

特定部門に対する生産波及効果には影響が生じ

ない。 

④ 統合の対象となる各部門の最終需要の相互の

比率が、それぞれの国内生産額の比率と等しい

場合には、その最終需要がもたらす１次の生産

波及効果は全ての対応する部門において一致す

る。 

なお、輸入を考慮した 1)ˆ( −〕－－〔 AMII 型の逆

行列係数のモデルで考える場合には、③を除き、

統合の対象となる部門の輸入率が等しいという

条件が加わる。このように、投入構造が統合の

前後で変化しないという非常に特殊な場合を除

き、部門の統合（あるいは部門の設定）の仕方

によって生産波及・誘発に異なる結果が導かれ

るということを、常に念頭に置く必要がある。 

 

 

 

第８節 産業連関分析上の留意点 

 

投入係数や逆行列係数などを用いることにより行う

産業連関分析は、産業連関表の利活用上の大きな柱で

ある。しかし、その際には、次のような前提があるこ

とにも留意しなければならない。 

１ 投入係数の安定性 

産業連関分析は、本章第１節３の説明のとおり、投

入係数の安定性を前提として行われるものである。し

かし、実際には、分析の対象とする年次が作表の対象

となった年次から離れるに従って投入係数が変化して

いる可能性が高くなることに留意する必要がある。 

また、作表年次の生産規模に対して極端に異なる

規模の生産、需要等が生じた場合には、規模の経済

性効果により投入構造が変化している可能性が考え

られることから、分析結果への慎重な解釈、対応等

が望まれる。 

なお、「投入係数の安定性」とは、過去の表との比

較の観点で述べているものではなく、「過去の年次の

産業連関表と投入構造が同様であること」という意

味ではない。産業連関表の作成は、あくまで作成年

次のデータを用いて行うものであり、推計の結果と

して、過去に作成した産業連関表から投入構造に変

化が生じていても、それ自体は問題ではない。 

２ その他の留意点 

前記(1)で記載した投入係数の安定性のほか、産業

連関分析を行うに当たっては、以下のような留意点

がある。 

ア 発生した最終需要の源泉は問わない 

波及分析は、与件データとして需要額を与える

ことから始まるが、その需要額が何によってもた

らされたかは考慮しない。 

家計を例に取ると、一部の支出が増加した場合は、

所得に変化がなければ、他の支出が減少する。その

減少は、いわばマイナスの経済波及効果をもたらし

ているといえる。もし、貯蓄を取り崩して消費を続

けたとしても、貯蓄の減少は投資の減少を通じて、

マイナスの経済波及効果をもたらす可能性がある。 

産業連関分析は、あくまで生産・分配・支出の

循環の一部分を切り取った分析であり、その他の

部分は、変化がないことが前提となっている。 

イ 波及の中断等 

次に掲げるような場合には、波及の中断等によ

り、短期的には、分析結果ほどの波及が生じない
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ことがある。 

(ｱ) 需要が生じたとしても、部門ごとに当該需要

に応えられるだけの生産能力が常にあるとは限

らない。発生した需要が生産能力を超えている

場合、実際には、波及の中断が生じる場合があ

る。 

(ｲ) 需要が生じても、過剰在庫を抱えている部門

においては、過剰在庫の放出で対応することが

考えられ、その場合には、期待する程の波及効

果が生じない可能性がある。 

(ｳ) 需要の増加による雇用者数の誘発についても、

現状の人員の範囲で時間外勤務の増加で対応し

た場合、雇用増には結びつかない場合がある。 

ウ 仮設部門等による影響 

取引基本表の内生部門は、アクティビティ・ベ

ースに基づき、部門分類を設定しているが、その

中には独立したひとつの産業部門とは考えられな

いものの、取引基本表作成上の便宜から、「仮設部

門」を設けている。これにより、その分だけ中間

投入率が大きくなるため、波及効果もその分大き

くなる。 

エ 波及効果が達成される時期 

産業連関分析において、波及効果がいつの時点

で達成されるかは明確にされない。 
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第３章 我が国における産業連関表作成事業の沿革 
 

 

１ 我が国における産業連関表の作成状況 

 

(1) 産業連関表の沿革 

産業連関表は、米国のノーベル賞受賞経済学者Ｗ．

レオンチェフ博士（1906～1999；ロシアのサンクト

ペテルブルク生まれで、後に米国ハーバード大学に

招聘された。）が開発したものである。1931年から独

力で米国経済を対象とする産業連関表の作成に着手

し、1936年にその構想を「Review of Economics and 

Statistics」の誌上に発表したのが最初であるとさ

れている。この産業連関表については、一般的に、

Ｌ．ワルラス（1834～1910）の「一般均衡理論」を

現実の国民経済に適用するとともに、Ｆ．ケネー

（1694～1774）の「経済表」を米国経済について作

成しようとする試みであったと評されている。 

レオンチェフの産業連関表による経済分析（産業

連関分析）の手法は、米国政府労働統計局によって

認められ、1941年以降は同局の援助によって発展さ

れることとなった。その後、1944年の米国戦時生産

局計画部において行われた第二次世界大戦後の経済

予測に際して、産業連関分析は、他の分析方法によ

るものと比較して、非常に高い精度を示したことか

ら、その有用性と重要性が広く認められるようにな

った。このことを契機として、米国の各官庁におい

て、産業連関分析の理論の研究が行われることとな

ったほか、世界各国においても作成されるようにな

った。 

(2) 我が国における産業連関表の作成状況 

我が国における全国ベースの産業連関表は、当時

の経済審議庁（後の経済企画庁、現在の内閣府）及

び通商産業省（現在の経済産業省）等が、昭和26年

を対象年次とする試算表をそれぞれ単独で作成した

ことに始まり、その後、昭和30年を対象年次とする

もの以降は、関係府省庁の共同事業として作成して

いる。なお、平成27年表は、共同事業によるものと

しては、13回目のものとなる。 

なお、昭和26年表以降、前回の平成23年表までの

作成状況や主な変更点については、以下のとおりで

ある。 

ア 昭和26年（1951年）表 

昭和26年を対象年次として当時の経済審議庁及

び通商産業省が、それぞれ単独で作成し、昭和30

年に試算表として公表した。 

また、農林省（現在の農林水産省）も同時期に

農林部門を中心とする簡易表を作成している。 

しかし、経済審議庁が作成した産業連関表が国

民経済計算に対応した９部門表であったのに対し

て、通商産業省のそれは182部門という大型の表で

あったことが示すように、両表は、同じように全

産業を対象にしたものでありつつも、それぞれ別

個の分類、概念及び推計方法によって作成された

ものであり、両表の間には少なからぬ計数上の隔

たりがみられた。 

これは、両表の作成目的・作成方法が異なって

おりやむを得ない面もあったが、同一年次の経済

を対象としながら、異なった二つの情報が存在す

ることは好ましいことではないとされた。 

このため、行政管理庁（後の総務庁、現在の総

務省）の諮問機関である統計審議会から、整合性

の取れた産業連関表を関係省庁において統一的に

作成することが望ましい旨の答申（昭和30年６月

30日）が行われた。 

イ 昭和30年（1955年）表 

昭和26年表が作成、公表されて以降、経済企画庁

が昭和28年（1953年）表及び昭和30年（1955年）簡

易表を作成し、通商産業省が昭和29年（1954年）簡

易延長表及び昭和30年（1955年）予備表等を作成す

るなど、産業連関表が実験段階から実用の段階へと

移行するにつれて、新しい年次を対象として、より

精度の高い産業連関表を作成することが強く要請さ

れることとなった。このような気運は、前記ア記載

の統計審議会答申の趣旨と相まって各省庁の統一的

な予算要求として具体化した。また、昭和32年３月

には、関係省庁による打合せ会議を開催し、共同で

産業連関表を作成するとの方針を決定した。 

これを受けて、昭和32年度において、行政管理

庁、経済企画庁、農林省、通商産業省及び建設省

（現在の国土交通省）の５省庁と集計、製表を担

当する総理府統計局（後の総務庁統計センター、

現在の独立行政法人統計センターに該当する部署）

を加えた６府省庁の担当者からなる作業部会（現

在の産業連関幹事会に相当）が組織され、部門分

類の設定及び概念・定義、国内生産額等の評価方

法、基礎資料の利用可能性等について検討を行っ

た。その結果を踏まえて、昭和33年４月から本格
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的に共同事業体制による作成作業を開始した。 

作業は、昭和33年度及び34年度にわたって行っ

たが、作業の開始に際して、対象年次を昭和30年

とすることとした。これは、 

① 作業が開始された昭和33年当時において、利

用可能な最新の基礎資料の大部分は、昭和30年

のものであったこと 

② 昭和30年の経済状況が比較的安定したもので

あったこと 

③ 国民所得統計や各種の経済指数の基準年次が

昭和30年となる見込みであったこと 

などによるものである。 

そして、昭和35年６月に一次表を、翌36年６月

には最終表をそれぞれ公表した。 

ウ 昭和35年（1960年）表 

昭和30年表は、関係府省庁の共同作業による最

初の産業連関表となったが、作成当時においては、

その後も継続して作成することは必ずしも考えら

れていなかった。 

しかし、昭和30年表には、国民経済計算の主要

勘定である国民所得統計との整合性、部門分類の

在り方等について、なお改善すべき点があった。

また、その後における技術革新等に伴う産業構造

の変化には著しいものがあり、当時の所得倍増計

画の検討資料等としても必要とされるなどの事情

が生じ、新たな年次の産業連関表の作成が強く要

請されることとなった。 

このような状況を背景として、昭和35年表の作

成に関する統一的な予算要求が認められると同時

に、昭和35年表以降においても、おおむね５年ご

とに関係省庁による共同事業として産業連関表を

作成するという現在のような体制が確立された。 

昭和35年表の作業は、昭和37年度及び38年度の

２か年度にわたる継続事業として実施した。その

際、総理府統計局が担当していた機械による集計

及び製表を通商産業省が受け持つこととなったほ

か、昭和30年表の作成に当たった省庁に加えて、

新たに運輸省（現在の国土交通省）及び労働省

（現在の厚生労働省）が参加し、７省庁の共同事

業体制によって進めることとなった。 

作成に当たっては、昭和30年表の経験を踏まえ、

将来、長期にわたって使用可能な枠組みとなるよ

うにするため、学識経験者及び関係省庁の協力の

下に、詳細な検討を行った。その結果、国民経済

計算とより一層整合性のとれた産業連関表のフレ

ームが作成されることとなった。また、部門分類

と概念・定義の在り方についても、長期の時系列

比較や国際比較性の面から基本的な改善を加え、

原則として、日本標準産業分類及び国際標準産業

分類に準拠した部門分類を採用することとなった。 

エ 昭和40年（1965年）表 

昭和40年表は、国民経済計算の基準としての体

系が確立された昭和35年表に続くものであり、な

お残された問題について改善を図ったほかは、時

系列分析が損なわれないようにするために、基本

的なフレームの変更は行わず、その後の新産業や

成長産業の出現等の変化に対応した部門の新設・

分割・統合等を行うにとどまった。 

推計結果の公表は、昭和44年７月に行い、利用

方法の高度化等に伴い、基本分類による取引基本

表を初めて発表した。 

また、昭和40年表の公表後、昭和35年表との時

系列比較のため、初めて、接続産業連関表（「昭和

35年（1960年）‐40年（1965年）接続産業連関表」）

を作成・公表した。 

オ 昭和45年（1970年）表 

昭和45年表の場合も、基本的には前回表である

昭和40年表のフレームを踏襲しつつ、その後、国

際標準産業分類の改定（1968年）や68ＳＮＡの提

示があったため、これらに対する部門分類等の取

扱いの面で改善を行った。 

カ 昭和50年（1975年）表 

昭和50年表の大きな特徴は、68ＳＮＡの提唱に

基づき、基本分類に「生産活動主体分類」の機能

を持たせたことである。つまり、基本分類を、①

政府サービス生産者、②対家計民間非営利サービ

ス生産者、③産業の三つに区分し、これに伴い、

特に政府サービス生産者については、従来、生産

活動とはみなされていなかった部分を含めて内生

部門に格付けた。これに合わせて、政府サービス

生産者については、産業連関表独自のものとして、

「公務」及び「非公務」の区分を設け、それぞれ

に対応した取扱いを行うこととした。 

なお、昭和50年表の作成に当たって、新たに大

蔵省（現在の財務省）、文部省（現在の文部科学

省）、厚生省（現在の厚生労働省）及び郵政省（現

在の総務省）の４省が加わり、それまでの７省庁

の共同事業体制から11省庁による体制となった。 

キ 昭和55年（1980）表 

昭和55年表は、前回の昭和50年表と比較して、

国内生産額の増減等に伴う部門の分割等のほかに
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は、特に大きな変更はない。 

なお、それまで通商産業省が受け持っていた機

械による集計、製表の作業を、行政管理庁が行う

こととなった。 

ク 昭和60年（1985年）表 

昭和60年表では、昭和55年以降、我が国の産業

構造がかなりの速さで変化していること及び日本

標準産業分類が昭和59年１月に全面改定され、昭

和60年４月から施行されたことに伴い、製造業部

門を中心に、表の作成及び利用の両面を考慮して、

大幅な部門分類の変更を行った。 

ケ 平成２年（1990年）表 

平成２年表では、昭和60年表を基本としつつ、特

にサービス部門の分割、部門の新設等を行うととも

に、サービス業に関する推計基礎資料を充実させる

など、サービス業部門の推計方法の改善を図った。 

物品賃貸業については、従来の原則である「使

用者主義」による推計を、すべて「所有者主義」

による推計に改めるとともに、自家活動部門の見

直しを行った。 

また、平成元年から導入されて間もない消費税

の納税額については、「営業余剰」の範囲に含めた。 

コ 平成７年（1995年）表 

平成７年表では、基本的なフレームは従来の方

針を踏襲しつつ、日本標準産業分類の改定（平成

５年10月）に対応した部門分類の設定を行うとと

もに、平成２年表に引き続きサービス部門の拡充

と推計基礎資料の充実を行った。 

また、93ＳＮＡの趣旨を踏まえた対応として、

次に掲げる事項について対応した。 

① 消費概念について最終消費支出（誰が支払っ

たか）と現実最終消費（誰が便益を享受したか）

の二元化を導入 

② 動植物の育成成長分の取扱いとして１回だけ産

出物を生産する動植物として「肉用牛」、「魚介

類」、「花木」、「軽種馬」を仕掛品在庫として計上

（「育林」については、平成２年表から対応済み。） 

③ 民間転用可能な固定資本の導入については、

自衛隊の空港、ドック、病院等に加えて事務用

機器も固定資本として計上 

④ 無形固定資産の生産資産への取り込みとして

「鉱物探査」を「その他の対事業所サービス」部

門の固定資本形成として計上するとともに「受注

ソフトウェア」を固定資本形成として計上 

さらに、生産活動主体分類の一つである「政府

サービス生産者」の内訳項目として設けていた

「非公務」の区分について、「非公務＝民間」との

誤解が生じ得ることを踏まえ、「準公務」に変更し

たほか、消費税の納税額について「間接税」に含

めて表章する方式に変更した。 

サ 平成12年（2000年）表 

平成12年表では、平成７年表を基本としつつ、

近年の我が国の経済社会構造を反映すべく、再生

資源回収･加工処理や介護など新たな部門分類の設

定を行った。 

また、93ＳＮＡの趣旨を踏まえた対応として、

①全額中間消費扱いしていたソフトウェア・プロ

ダクツ（家計で使用するものを除く。）を固定資本

形成に産出するとともに、②道路、ダム等の社会

資本減耗について計算を行い、一般政府消費支出

に産出することとした。 

なお、平成13年１月の中央省庁再編及び環境省

の共同事業への参加により、10府省庁の共同事業

体制となった。 

シ 平成17年（2005年）表 

平成17年表では、平成12年表と大きな変更はな

いが、日本標準産業分類の改定（平成14年３月）

に対応した部門分類の設定を行うとともに、情報

通信の高度化に伴い、情報通信に関する部門及び

情報関連の製造業に関する部門の再編等を行った。 

ス 平成23年（2011年）表 

平成23年表では、基本的なフレームは従来の方針

を踏襲しつつ、日本標準産業分類の改定（平成19年

11月）に対応した部門分類の設定を行うとともに、

93ＳＮＡの趣旨を踏まえ、以下の対応を行った。 

① 「金融」の「帰属利子」方式を改め、「ＦＩＳ

ＩＭ（間接的に計測される金融仲介サービス）」

方式を導入 

② 資本減耗引当を簿価評価から時価評価に変更 

また、平成17年表までの部門のコード番号につ

いては、基本分類と統合小分類とは相互に整合性

が図られていたが、統合中分類及び統合大分類に

ついては、機械的に連番が付され、基本分類及び

統合小分類との関連は考慮されていなかった。そ

こで、平成23年表において、基本分類から統合大

分類まで、コード番号の対応関係が整合するよう、

全面的に見直した。 

なお、平成23年を対象にして初めて実施された

「経済センサス‐活動調査」を重要な基礎資料と

して利用するなど、データ環境が大きく変わった。
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表３－１ 我が国における産業連関表の作成状況 

対象年次 
基本分類 

部 門 数 
公表年月 作成担当機関 主な改正点 

昭和 26 年 

9×9 
(経済企画庁) 

182×182 
(通商産業省) 

公表:昭和 30年 7月 
経済企画庁、通商産業省、（農林
省） 

― 

昭和 30 年 310×278 
確報:昭 36年 6月 
(一次表:昭 35.6) 

行政管理庁、経済企画庁、農林
省、通商産業省、建設省、総理府
統計局（集計、製表） 

― 

昭和 35 年 453×339 昭 39年 5月 
行政管理庁、経済企画庁、農林
省、通商産業省、運輸省※、労働
省※、建設省 

・生産者実際価格評価方法の採用 
・国際標準産業分類に準拠した分
類の採用 

・機械による集計・製表を通商産
業省が担当 

昭和 40 年 467×339 昭 44年 7月 〃 
・接続産業連関表（昭 35～40年）
を初めて作成 

昭和 45 年 541×405 
昭 49年 1月 

(速報:昭 48.7.5) 

行政管理庁、経済企画庁、農林
省、通商産業省、運輸省、労働
省、建設省 

・国際標準分類の改定への対応 
・68ＳＮＡへの対応 
・固定資本マトリックスの作成 
・自家輸送マトリックスの作成 
・雇用マトリックスの作成 

昭和 50 年 554×405 
昭 54年 1月 

(速報:昭 53.6.30) 

行政管理庁、経済企画庁、大蔵省
※、文部省※、厚生省※、農林
省、通商産業省、運輸省、郵政省
※、労働省、建設省 

68ＳＮＡに従い内生部門を①産
業、②政府サービス生産者、③
対家計民間非営利サービス生産
者に分割 

昭和 55 年 541×406 
昭 58年 12月 

(速報:昭 58.6.21) 

行政管理庁、経済企画庁、大蔵
省、文部省、厚生省、農林水産
省、通商産業省、運輸省、郵政
省、労働省、建設省 

・自家輸送マトリックスの公表 
・機械による集計・製表を行政
管理庁が担当 

昭和 60 年 529×408 
平元年 2月 

(速報:昭 63.10.14) 

総務庁、経済企画庁、大蔵省、文
部省、厚生省、農林水産省、通商
産業省、運輸省、郵政省、労働
省、建設省 

日本標準産業分類の改定に対応し
た部門分類の設定 

平 成 ２ 年 527×411 
平 6年 3月 

(速報:平 5.10.26) 
〃 サービス業の推計方法の改善 

平 成 ７ 年 519×403 
平 11年 3月 

(速報:平 10.9.22) 
〃 

・93ＳＮＡへの対応 
・日本標準産業分類の改定（平 5

年 10 月）に対応した部門分類
の設定 

平成 12 年 517×405 
平 16年 3月 

(速報:平 15.8.29) 

総務省、内閣府、金融庁※、財務
省、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省※ 

・省庁再編に伴う作業担当部門の
変更 

・機械的バランス調整法の導入 

平成 17 年 520×407 
平 21年 3月 

(速報:平 20.8.26) 
〃 

日本標準産業分類の改定（平 14
年 3 月）に対応した部門分類の設
定 

平成 23 年 518×397 
平 27年６月 

(速報：平 26.12.19) 
〃 

日本標準産業分類の改定（平 19
年 11 月）に対応した部門分類の
設定 

（注） 作成担当機関欄の※印は、その年の表から新たに加わった機関である。
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２ 産業連関表に関連する統計審議会及び統計

委員会への諮問及び答申 

 

統計行政を行う上での諮問機関である統計審議会（平

成19年９月30日まで）及び統計委員会（平成19年10月１

日以降）に対して付議された産業連関表関連の案件は、

次表のとおりであり、それぞれの諮問文及び答申文は、

(1)～(5)のとおりである（諮問及び答申文中の用字及び

送り仮名については、原文のままである。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔統計審議会〕 

諮問番号 件   名 諮問日 答申日 

17 インプット・アウトプット表の推計の実施について 

（答申時は、「産業連関表の推計の実施について」） 

昭 28.7.16 昭 28.11.20 

21 政府が行う産業連関表の作成について 昭 29.4.9 昭 30.6.30 

90 昭和 30年産業連関表と国民所得統計の間の調整について 昭 37.8.31 （答申なし） 

118 経済計算の新体系について 昭 42.10.17 昭 43.1.19 

〔統計委員会〕 

諮問番号 件   名 諮問日 答申日 

26 産業連関表の基幹統計としての指定について 平 22.5.21 平 22.6.18 

 

(1) 産業連関表の推計の実施について 

昭和 28年７月 16日 

諮問第 17号 

インプット・アウトプット表の推計の実施について 

貴会の御審議をお願いしたい。 

理   由 

近年主要国の政府機関においてインプット・アウトプット表の推計（又は産業連関の研究）が行われ、既に発

表を見たものも少くない。（英・米・和・諾・丁等） 

我国政府としてもこの推計に着手することを適当と考えるので、この作業の性質に鑑み、学識経験者及び各省

の統計調査機関から専門委員を選出し、推計の企画及び運営を図る必要がある。 

これが諮問の理由である。 

 

昭和 28年 11月 20日 

諮問第 17号の答申 

産業連関表の推計の実施について 

統計審議会に政府の行政機関が行う産業連関表作成のための研究、連絡及び調整を目的とする部会を設置し、

委員は学識経験者と各省担当官を以て構成することが妥当である旨を答申する。 
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(2) 政府が行う産業連関表の作成について 

昭和 29年４月９日 

諮問第 21号 

政府が行う産業連関表の作成について 

右の件について御審議をお願いしたい。 

理   由 

政府が産業連関表を作成するについて、これらを如何に研究し連絡、調整を行うべきかの方途を得たい。 

これが諮問の理由である。 

 

昭和 30年６月 30日 

諮問第 21号の答申（一） 

政府が行う産業連関表の作成について 

経済審議庁及び通商産業省の両省が、別個に作成した昭和 26 年の産業連関表は両省の数字の間に若干の差異が

認められる。 

これは主として部門分割、定義及び推計方法が異なることに因るものであり、早急に両省の調整を行うことは

困難である。 

しかしながら、両者は試算の段階にあるので、この表を試算として一般の利用に供することは差支えないと思

われる。 

なお、今後、産業連関表について一層研究を進め、統一された方針に基いて新たな産業連関表が完成されるこ

とが望ましい。 

（注） （二）以降の答申はなされていない。 

(3) 昭和 30年産業連関表と国民所得統計の間の調整について 

昭和 37年８月 31日 

諮問第 90号 

昭和 30年産業連関表と国民所得統計の間の調整について 

標記について、貴会の御審議を得たい。 

理   由 

産業連関表と国民所得統計とは本来斉合すべきものであるが、昭和 30 年の推計には若干の不斉合が認められる

ので、昭和 35 年産業連関表および将来の産業連関表の作成にあたり、産業連関表の概念、推計方法ならびに推計

結果を最善にするため、まず上記両勘定の調整について検討する必要がある。 

（注）諮問に対する答申は行われていない。 
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(4) 経済計算の新体系について 

昭和 42年 10月 17日 

諮問第 118号 

経済計算の新体系について 

きたる第 15 回国際連合統計委員会において採択が予定されている“A System of National Accounts and Sup-

porting Tables”（ＳＮＡ）の改訂に関する問題について、貴会の御審議を得たい。 

理   由 

ＳＮＡの改訂について、1964年 12月に国際連合において専門家会議が行なわれて以来各種の国際会議等を通じ

て検討が重ねられてきたが、きたる第 15 回統計委員会における採択を目途として各国に最終案が提示されてお

り、わが国としてもこれに関する今後の態度を取りまとめるべき段階にあるので、わが国の経済計算諸統計の実

情および問題点を勘案して、これを総合的に検討する必要がある。 

 

昭和 43年１月 19日 

諮問第 118号の答申（一） 

経済計算の新体系について 

ＳＮＡ改訂案の採択が予定されている第 15 回国際連合統計委員会の期日を目途として現段階における同改訂案

を検討した結果、さしあたつて以下の結論を得たので答申する。なお、ＳＮＡ改訂案はぼう大かつ精ちであつて

さらに詳細に技術的検討を加えるべき問題点が多く、また同案採択後においても計数の国際連合への報告様式、

国民貸借対照表、所得分布等の問題その他について国際的にわが国の意見を表明すべき機会があると予想される

ので、今後もひき続き、ＳＮＡ改訂案（採択後にあつては新ＳＮＡ、以下同じ）の審議を行なう予定である。 

１．国際会議における発言、国際連合機関からの照会に対する回答その他を通じて必要がある場合、今回の改訂

に関して、わが国の表明すべき基本的な意見ないし態度は、現段階においては、別紙の趣旨によることが望ま

しい。 

２．わが国の国民所得統計、産業連関表、資金循環表等の経済計算諸統計に関しては、今回のＳＮＡの改訂に伴

いさしあたつて変更を加えることを考慮することなく、十分な期間をかけてＳＮＡ改訂案の内容および諸外国

の経済計算の動向について詳細な検討を行なつたうえ、慎重にその方向を定めることが望ましい。 

３．経済計算諸統計の整備ないし改善のためには、基礎統計資料の問題が重要であるので、今後経済計算の基礎資料と

しての観点から、わが国の統計体系について、根本的な検討を加えることが望ましい。 

 

（別 紙） 

今回のＳＮＡ改訂に関する現段階における 

わが国の基本的意見および態度 

ＳＮＡ改訂案を国民経済計算の整備と統合化の基本的方向を示すガイドラインとして高く評価し、この限りに

おいて、国際連合統計委員会における同案の採択に賛成するものとする。 

しかし、同案の具体的詳細および今後の統合化の方法に関しては、理論面および実際面ともに問題が多いの

で、各国における推計の可能性ならびに分析上および政策上の利用度を考慮しつつ、ひき続き慎重に検討を進め

てゆく必要を主張するものとする。 

特に、改訂後の新ＳＮＡにもとづく国際連合への報告様式の設定に関しては、各国の統計事情や経済の発展段

階に照らして、報告の可能性、有用性および現行の報告様式との継続性の観点から、その内容、頻度および実施

のスケジュールについて、十分に時間をかけ、詳細に検討をつくす必要を、強調するものとする。 

（注）（二）以降の答申はなされていない。 
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(5) 産業連関表の基幹統計としての指定について 

平成 22年 5月 21日   

諮問第 26号 

産業連関表の基幹統計としての指定について（諮問） 

標記について、別紙の理由により指定するに当たり、統計法（平成 19年法律第 53号）第７条第１項の規定に

基づき、統計委員会の意見を求める。 

 

（別 紙） 

諮 問 の 概 要 

（産業連関表の基幹統計としての指定について） 

１ 産業連関表（下記注参照）は、財・サービスの生産に関するフローの面を対象として、生産と需要につい

て、経済を構成する多数の部門間の相互関連として把握するものであり、当該把握を通して、生産活動におけ

る産業相互の連関構造（中間投入）、生産活動と最終需要面（消費、投資、輸出等）・付加価値面（賃金、利潤

等）との関連といった国の基本的な経済構造を明らかにしている重要な加工統計である。産業連関表は、年次

経済財政報告等国の経済見通しや各種経済政策・計画の作成、個別施策の経済波及効果分析等に広く用いられ

ているほか、国民経済計算等の各種経済統計や地方公共団体が作成している地域産業連関表の基礎データにも

なっている。 

（注）「産業連関表」とは取引基本表を指し、係数表及び付帯表は産業連関表に含まれない。 

 

 ２ また、産業連関表は、そこから導出される投入係数、逆行列係数等の各種係数を利用することにより、消

費、投資、輸出などの最終需要の変化が各産業の財・サービスの生産に及ぼす影響などを計数的に明らかにす

ることが可能である。このため、産業連関表は、民間企業における関係業界の動向の将来予測、シンクタンク

におけるイベント事業の経済波及効果の算出等にも幅広く用いられている。 

 

３  さらに、産業連関表は、国際連合が示している国民経済計算体系において、それを構成する５つのサブシス

テムの１つに位置づけられており、原則として、国際連合のガイドラインに準拠して作成していることから、

基本的に国際比較可能性が確保されている。このため、我が国の産業連関表はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）

が構築している産業連関データベースに登載され、国際機関や各国の政府、研究機関等において各国の産業構

造の比較等に広く利用されている。 

 

４ こうしたことから、産業連関表は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第４項第３号の基幹統計の３要

件のうち、同号イの「全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計」について

は上記１の点により、同号ロの「民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統

計」については上記２の点により、同号ハの「国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められ

ている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計」については上記３の点により、いずれの要件に

も該当するものと考えられる。 

 

５ なお、産業連関表の重要性にかんがみ、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年 3 月 13 日閣議

決定）においても、新たに基幹統計として整備する統計の一つに掲げられているところである。 

 

６ 以上の理由から、産業連関表を基幹統計に指定することとしたい。 
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平成 22年 6月 18日 

諮問第 26号の答申 

産業連関表の基幹統計としての指定について 

本委員会は、産業連関表の基幹統計としての指定について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。 

記 

１．指定の適否  産業連関表については、統計法（平成 19年法律第 53号。以下「法」という。）第２条第４項

第３号の基幹統計の要件に該当しているため、基幹統計として指定することは適当である。  

 

２．理由  産業連関表は、生産活動における産業相互の連関構造及び生産活動と最終需要面・付加価値面との関

連という国の基本的な経済構造を明らかにしている重要な加工統計である。このため、産業連関表は、国の経

済見通し等の作成及び国民経済計算等の各種経済統計の作成のための基礎データになっているほか、シンクタ

ンクによるイベント事業の経済波及効果分析等に広く用いられている。  

また、産業連関表は、国際連合が示している国民経済計算体系のガイドラインに準拠して作成され、基本的

に国際比較可能性が確保されているため、国際機関等において各国の産業構造の比較等に広く利用されてい

る。  

このように、産業連関表は、全国的な政策の企画立案・実施の上で特に重要な統計であり、民間における意

思決定等にも広く利用され、国際比較を行う上でも特に重要な統計と位置づけられ、法第２条第４項第３号の

基幹統計の要件に該当するものと考えられる。  

したがって、産業連関表を基幹統計として指定することは適当である。 
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